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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サブミリメートルの開口部（１０）を有するマスク（１）であり、液体マスキング層を
所定の溶液として被着することと乾燥することにより基材の主表面に作られるマスクを製
造する方法であって、
　・該マスキング層として、第一の溶媒中に安定化して分散されたコロイドナノ粒子の第
一の溶液を被着させ、該ナノ粒子は所定のガラス転移温度Ｔgを有し、
　・第一のマスキング層として知られる該マスキング層の乾燥を、ネットワークマスクと
呼ばれる、サブミリメートルの開口部の二次元ネットワークを有し実質的に直立したマス
ク領域端部を有するマスクが得られるまで、該温度Ｔgより低い温度で行い、該ネットワ
ークマスクはネットワークマスクゾーンと呼ばれるゾーンにあることと、
該方法が、該表面上での第二のマスキング層の液体被着による一体マスクゾーンの形成を
含み、該一体マスクゾーンは該ネットワークマスクゾーンに隣接及び接触していること、
及び／又は該方法が、該表面に少なくとも１つのカバーを配置することにより少なくとも
１つのカバーゾーンを形成することを含み、該カバーゾーンは該ネットワークマスクゾー
ンに接触していること、
及び／又は該方法が、第一のマスキング層の乾燥後に、該ネットワークマスクゾーンの一
部分の開口部に液体充填を行うことにより充填マスクゾーンを形成することを含むこと、
を特徴とする、サブミリメートルの開口部を有するマスクの製造方法。
【請求項２】
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　前記第一のマスキング層の乾燥を５０℃より低い温度で行うことを特徴とする、請求項
１に記載のサブミリメートルの開口部を有するマスクの製造方法。
【請求項３】
　前記第一の溶液の溶媒が水性であり、前記ナノ粒子がポリマーであり、及び／又は無機
ナノ粒子を含むことを特徴とする、請求項１又は２に記載のサブミリメートルの開口部を
有するマスクの製造方法。
【請求項４】
　前記第二のマスキング層が液体ルートにより被着されること及び／又は前記充填ゾーン
が５０℃より低い温度で乾燥されることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記
載のサブミリメートルの開口部を有するマスクの製造方法。
【請求項５】
　液体ルートによる前記一体ゾーンの形成又は前記充填マスクゾーンの形成のために、溶
媒中に安定化して分散されたコロイドナノ粒子を含む第二の溶液を被着させ、該ナノ粒子
が所定のガラス転移温度Ｔgを有し、前記第二のマスキング層又は充填ゾーンを該温度Ｔg
より高い温度で乾燥させることを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載のサブ
ミリメートルの開口部を有するマスクの製造方法。
【請求項６】
　前記溶媒が水性溶媒であることを特徴とする、請求項５に記載のサブミリメートルの開
口部を有するマスクの製造方法。
【請求項７】
　前記第二の溶液のポリマー又は各ポリマーのガラス転移温度Ｔgが３０℃以下であるこ
とを特徴とする、請求項５又は６に記載のサブミリメートルの開口部を有するマスクの製
造方法。
【請求項８】
　前記第二の溶液がポリマーのナノ粒子を含み、及び／又は無機のナノ粒子を含むことを
特徴とする、請求項５～７のいずれか一項に記載のサブミリメートルの開口部を有するマ
スクの製造方法。
【請求項９】
　前記ポリマーが、アクリルコポリマー、ポリスチレン、ポリ（メタ）アクリレート、ポ
リエステル、又はそれらの混合物であることを特徴とする、請求項３又は８に記載のサブ
ミリメートルの開口部を有するマスクの製造方法。
【請求項１０】
　前記一体ゾーン又は充填マスクゾーンの形成のために、ミクロンスケールの無機粒子が
添加された、熱処理により固化されないペーストを被着させることを特徴とする、請求項
１～９のいずれか一項に記載のサブミリメートルの開口部を有するマスクの製造方法。
【請求項１１】
　前記一体ゾーンの形成のために、剥離可能な接着性ポリマーフィルムを形成するか、又
は前記ネットワークマスクの形成後に、溶解したポリマーの水溶液の被着により可溶性ポ
リマーフィルムを形成し、その後、水溶液で洗浄することにより該可溶性ポリマーフィル
ムを除去することを特徴とする、請求項１～１０のいずれか一項に記載のサブミリメート
ルの開口部を有するマスクの製造方法。
【請求項１２】
　前記充填ゾーンの形成のために、溶解したポリマーのポリマー溶液を前記開口部を通し
て被着させ、次いで前記充填マスクを水溶液で洗浄することにより除去し、その際に前記
第一の溶液を水性であるように選択する、請求項１～１１のいずれか一項に記載のサブミ
リメートルの開口部を有するマスクの製造方法。
【請求項１３】
　前記カバーを前記ネットワークマスク上に配置することを特徴とする、請求項１～１２
のいずれか一項に記載のサブミリメートルの開口部を有するマスクの製造方法。
【請求項１４】



(3) JP 5677961 B2 2015.2.25

10

20

30

40

50

　前記第二のマスキング層又は充填層、あるいは前記カバーの被着が前記ネットワークマ
スクゾーンを少なくとも２つの領域に分離することを特徴とする、請求項１～１３のいず
れか一項に記載のサブミリメートルの開口部を有するマスクの製造方法。
【請求項１５】
　場合により前記充填ゾーンである、前記ネットワークマスクゾーンの少なくとも１つの
周辺部分の機械的及び／又は光学的な除去により、及び／又は少なくとも１つの一体又は
充填マスクゾーンの部分的な機械的及び／又は光学的除去により、前記表面にマスキング
のないゾーンを形成することを含むことを特徴とする、請求項１～１４のいずれか一項に
記載のサブミリメートルの開口部を有するマスクの製造方法。
【請求項１６】
　前記第二のマスキング層又は前記充填層又は前記カバーの被着が前記ネットワークマス
クゾーンとマスキングのないゾーンとを分離することを特徴とする、請求項１２に記載の
サブミリメートルの開口部を有するマスクの製造方法。
【請求項１７】
　前記第一の溶液及び／又はしかるべき場合に前記第二の溶液もしくは前記充填用の溶液
のナノ粒子の形状及び大きさが前記乾燥により実質的に変わらないことを特徴とする、請
求項１～１６のいずれか一項に記載のサブミリメートルの開口部を有するマスクの製造方
法。
【請求項１８】
　主表面上に、
　・端部が実質的に直立した開口部を有する識別可能なナノ粒子の多層を含むサブミリメ
ートルの開口部のネットワークを有し、その結果としてネットワークマスクゾーンを画定
しているマスク、
　・前記ネットワークマスクゾーンに隣接する少なくとも１つの一体マスキングゾーン、
　・及び／又は充填ネットワークを有する少なくとも１つのマスクゾーン、
　・及び／又はネットワークマスクゾーンの上のカバーを有する少なくとも１つのカバー
ゾーン、
を備えた基材。
【請求項１９】
　前記一体マスキングゾーン及び／又は充填ゾーンが前記ネットワークマスクゾーン又は
一体マスキングゾーンを少なくとも２つの領域に分離していること、及び／又は充填ゾー
ンがマスキングのない第一のゾーンで前記ネットワークマスクゾーンを分離していること
を特徴とする、請求項１８に記載の基材。
【請求項２０】
　前記主表面が、前記ネットワークマスクゾーンに隣接及び接触している、マスキングの
ない少なくとも１つの第二のゾーンを備えている、請求項１８に記載の基材。
【請求項２１】
　前記第一のマスキング層及び／又は第二のマスキング層の厚さが２～１００ミクロンで
ある、請求項１８～２０のいずれか一項に記載の基材。
【請求項２２】
　前記ネットワークマスクの、ストランドのサブミリメートルの幅（Ａ）に対する前記開
口部間の間隔（Ｂ）の比率が７～４０であり、及び／又は幅Ａが２００ｎｍ～５０μｍで
あり、間隔Ｂが５～５００μｍである、請求項１８～２０のいずれか一項に記載の基材。
【請求項２３】
　基材の主表面にサブミリメートルの導電性グリッド及び隣接する機能性ゾーンを製造す
る方法であって、
　・第一のマスキング層の乾燥と一体マスキングゾーン及び／又は充填マスクゾーンの形
成後、及び／又はカバーの配置後に、導電性材料を、開口部の深さの一部分が充填される
まで、請求項１８～２２のいずれか一項に記載のネットワークマスクの開口部、又は請求
項１～１７のいずれか一項に記載の方法に従って得られたネットワークマスクの開口部を
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通して、前記表面へ被着させること、
を含み、且つ、
　・第一のマスキング層を除去してサブミリメートルの導電性グリッドを露出させること
、
　・第二のマスキング層及び／又は充填層及び／又はカバーを除去して機能性ゾーンをむ
き出しにすること、
を引き続いて含む、基材の主表面にサブミリメートルの導電性グリッド及び隣接する機能
性ゾーンを製造する方法。
【請求項２４】
　前記第一のマスキング層の除去が液体ルートによることを特徴とする、不規則なサブミ
リメートルの導電性グリッド及び機能性ゾーンを製造するための請求項２３に記載の方法
。
【請求項２５】
　前記第一のマスキング層、前記第二のマスキング層及び／又は前記充填層の除去を液体
ルートにより一段階で行うことを特徴とする、不規則なサブミリメートルの導電性グリッ
ド及び機能性ゾーンを製造するための請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　前記ネットワークマスクゾーンに隣接及び接触しているマスキングのないゾーンにおい
て前記導電材料を被着させることを含むことを特徴とする、不規則なサブミリメートルの
導電性グリッド及び機能性ゾーンを製造するための請求項２３～２５のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項２７】
　前記被着を、大気圧での被着により、真空下での被着、スパッタリング又は蒸着により
、行うことを特徴とする、不規則なサブミリメートルの導電性グリッド及び機能性ゾーン
を製造するための請求項２３～２６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２８】
　むき出しの機能性ゾーンにおいて絶縁材料を被着させることを含むことを特徴とする、
不規則なサブミリメートルの導電性グリッド及び機能性ゾーンを製造するための請求項２
３～２７のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サブミリメートルの導電性グリッドを作製するためのサブミリメートルの開
口部を有するマスクの製造方法、そのようなマスク、及びそのようにして得られるグリッ
ドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ミクロンサイズの金属グリッドを得ることを可能とする製造技術が知られている。これ
らは、７５～８５％前後の光透過率（ＴL）を保持しつつ１Ω／□未満の表面抵抗が得ら
れるという利点を有する。しかしながら、それらの製造方法はフォトリソグラフ法による
金属層のエッチング技術に基づくものであり、想定される用途に見合わない高い製造コス
トとなる。
【０００３】
　米国特許第７１７２８２２号明細書はそれ自体、亀裂入りシリカゾル－ゲルマスクの使
用に基づく不規則ネットワーク導体の製造を記載している。実施された例では、水、アル
コール及びシリカ前駆体（ＴＥＯＳ）に基づくゾルを被着させ、溶媒を蒸発させ、１２０
℃で３０分間アニーリングして、厚さ０．４μｍの亀裂入りゾル－ゲルマスクが形成され
た。
【０００４】
　この米国特許第７１７２８２２号明細書の図３から、このシリカゾル－ゲルマスクの形
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態が明らかである。それは、弾性材料の断裂現象に特徴的な分岐を伴い、好ましい方向に
向いた微細な亀裂ラインの形に見える。これらの主要な亀裂ラインは時により、分岐点に
より一緒に結びついている。
【０００５】
　亀裂ライン間の領域は非対称であり、２つの特徴的な寸法、すなわち、一方は亀裂伝播
方向に平行で、０．８～１ｍｍの寸法、他方は垂直で、１００～２００μｍの寸法、を持
っている。
【０００６】
　ゾル－ゲルマスクの亀裂形成によるこの電極製造方法は実のところ、例えばフォトリソ
グラフィー（レジストを放射線／ビームに曝し、現像する）に頼らなくすることで、ネッ
トワーク導体の製造にとっての進歩となるものであるが、特に工業的要件（信頼性、簡便
性、及び／又は製造工程の減少、コストの低減など）に見合うようにするために更に改良
の余地があろう。
【０００７】
　この製造方法は（例えば金属コロイドの）好適な接着を可能とするため、又は金属の後
成長のための触媒グラフトを可能とするために、開口部において（化学的又は物理的に）
改変可能な下層の被着を必然的に必要とし、従ってこの下層がネットワークの成長プロセ
スに機能的役割を有することも見て取ることができる。
【０００８】
　更に、亀裂の断面形状は、弾性材料の断裂メカニズムのためにＶ字型であり、従って、
そのＶ字型の底部にあるコロイド粒子から出発して金属ネットワークを成長させるために
ポストマスク法の使用を必要とする。
【０００９】
　更に、この不規則ネットワーク電極の電気的及び／又は光学的特性と接続システム及び
／又はその他の接続機能の両方を改良する余地がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　よって、本発明は、特に少なくとも１つの電力供給部品との電気的接点における、少な
くとも１つのサブミリメートルの特徴的寸法（少なくともストランドの幅Ａ’又は更には
ストランド間の間隔Ｂ’に関して）を有する導電性グリッドの製造方法を提案することに
より、先行技術の方法の欠点を克服することをねらいとする。
【００１１】
　この方法は、簡便で、経済的で、特に、（フォト）リソグラフィー工程を含まず、順応
性であり（特に接続システムの設計にかかわらずに好適であり）、且つ、大きな表面積で
あっても実施可能であるべきである。
【００１２】
　更に、グリッドの光学的及び／又は電気的伝導特性は、先行技術のそれらに少なくとも
匹敵すべきである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　この目的のために、本発明の第一の対象は、サブミリメートルの開口部、特にミクロン
スケールの開口部（少なくとも開口部の幅に関して）を有するマスク、サブミリメートル
の導電性グリッドに関しては、特に透明及び／又は平坦である、基材の主表面のマスクを
、所定の溶液としての液体マスキング層の被着と乾燥により製造する方法であって、
　・該マスキング層として、第一の溶媒中に安定化して分散されたコロイドナノ粒子の第
一の溶液を被着させ、該ナノ粒子は所定のガラス転移温度Ｔgを有し、
　・第一のマスキング層として知られる該マスキング層の乾燥を、ネットワークマスクと
呼ばれる、サブミリメートルの開口部の二次元ネットワークを有し実質的に直立したマス
ク領域端部を有するマスクが得られるまで、該温度Ｔgより低い温度で行い、該ネットワ
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ークマスクはネットワークマスクゾーンと呼ばれるゾーンにあり、
そして該方法は、該表面上での第二のマスキング層の液体被着による一体マスクゾーンの
形成を更に含み、該一体マスクゾーンは該ネットワークマスクゾーンに隣接及び接触して
おり、
及び／又は該方法は、該表面に少なくとも１つのカバーを配置することによる少なくとも
１つのカバーゾーンの形成を含み、該カバーゾーンは該ネットワークマスクゾーンに接触
しており、
及び／又は該方法は、第一のマスキング層の乾燥後に、該ネットワークマスクゾーンの一
部分の開口部に液体充填（特に厚さの一部分に、部分的に）を行うことによるか、あるい
はネットワークマスクゾーンの一部の開口部を液体被着によりカバーすることによる、充
填マスクゾーンの形成を含む、
マスクの製造方法である。
【００１４】
　本発明による開口部のネットワークを有するマスク及び本発明によるその製造方法は第
一に、いくつかの利点を有する。
【００１５】
　本発明による方法によって、開口部の網目が形成され、この開口部はマスキング表面全
体に分布させることができ、等方性の獲得を可能にする。
【００１６】
　開口部のネットワークは実質的に、先行技術の亀裂入りシリカゾル－ゲルマスクよりも
相互接続が多い。
【００１７】
　開口部のネットワークを有するマスクは、ネットワークの少なくとも１つの特有の方向
に（従って、基材の表面に平行に）、又は更には２つの（全ての）方向に、ランダムな非
周期的構造を有する。
【００１８】
　実質的に直立した端部を得るためには、
　・分散を促進するために、好ましくは少なくとも１つの特徴的な（平均）寸法を有する
、大きさの限定された、例えば平均径が１０～３００ｎｍ、あるいは５０～１５０ｎｍの
粒子、従ってナノ粒子、を選択すること、及び、
　・それらの凝集、沈殿及び／又は重力による沈降を防ぐために、溶媒中のナノ粒子を安
定化させること（特に、例えば界面活性剤によるなどの表面電荷による処理による、ｐＨ
の制御による）、
の双方が必要である。
【００１９】
　更に、ナノ粒子の濃度を、好ましくは５重量％、あるいは１０重量％～６０重量％、よ
り好ましくは更に２０％～４０％、に調節する。結合剤の添加は避ける（又は、マスクに
影響を及ぼさないように十分少ない量で添加する）。
【００２０】
　乾燥により、最初のマスキング層の収縮及び表面のナノ粒子の摩擦が起こり、その結果
その層に引張応力が生じ、緩和によって開口部が形成する。
【００２１】
　乾燥は一段階で溶媒の除去と開口部の形成をもたらす。
【００２２】
　このようにして、乾燥後、ナノ粒子の積重体が、それ自体種々の大きさの開口部により
分離された種々の大きさのクラスターの形で得られる。これらのナノ粒子は、それらが凝
集する場合があってもなお識別可能である。これらのナノ粒子は連続層を形成するために
融解しない。
【００２３】
　乾燥は、開口部のネットワークの形成のためにガラス転移温度より低い温度で行う。実
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際、このガラス転移温度より高いと、連続層又は最低限でも厚み全体に開口部のない層が
形成されることが分かった。
【００２４】
　よって、（硬い）、好ましくは球形のナノ粒子の積重体から単になる接着性の弱い層が
、基材上に被着される。これらの硬いナノ粒子は、それらどうしで又は基材の表面と、強
い化学結合を確立しない。層の結束作用はそれでも、ファン・デル・ワールス力又は静電
気力型の弱い力によって提供される。
【００２５】
　得られるマスクは、冷たい又は温かい純水を、特に水性溶媒とともに用い、強塩基性溶
液又は汚染の可能性がある有機化合物を必要とすることなく、容易に除去することができ
る。よって、好ましくは、溶媒は水系であること、更には完全に水性であることが好まし
い。
【００２６】
　第一の溶液のナノ粒子に関して十分高いＴgを選択することにより、乾燥工程は（及び
好ましくは被着工程も）、（実質的に）５０℃より低い温度、好ましくは周囲温度、一般
には２０℃～２５℃で、行うことができる。よって、ゾル－ゲルマスクとは異なり、アニ
ーリングの必要はない。
【００２７】
　第一の溶液の粒子の所定のガラス転移温度Ｔgと乾燥温度との差は、好ましくは１０℃
より大きく、更には２０℃より大きい。
【００２８】
　第一の層の乾燥工程は実質的に、例えば真空下での乾燥ではなく、大気圧で行うことが
できる。
【００２９】
　開口部間の距離Ｂ、開口部の大きさＡ、及び／又はＢ／Ａ比を調節するために、乾燥パ
ラメーター（制御パラメーター）、特に湿度及び乾燥速度を変更することができる。
【００３０】
　湿度が高いほど（全ての条件が同じとして）、Ａは小さくなる。
　温度が高いほど（全ての条件が同じとして）、Ｂは大きくなる。
【００３１】
　第一のコロイド溶液（水性又は非水性）は標準的な液体技術で被着させることができる
。
【００３２】
　湿式法としては、
　・スピンコーティング、
　・カーテンコーティング、
　・ディップコーティング、
　・スプレーコーティング、及び、
　・フローコーティング、
が挙げられる。
【００３３】
　第一の実施形態では、第一の溶液はポリマーナノ粒子を含み、好ましくは、溶媒は水系
であり、又は更には完全に水性である。
【００３４】
　例えば、アクリル酸コポリマー、スチレン、ポリスチレン、ポリ（メタ）アクリレート
、ポリエステル又はそれらの混合物が選択される。
【００３５】
　よって、マスキング層（乾燥前）は、識別可能であり特にポリマーであるコロイドナノ
粒子（従って溶媒に不溶な物質のナノ粒子）の積重体から本質的に構成することができる
。
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【００３６】
　ポリマーナノ粒子は好ましくは、固体で水に不溶なポリマーから構成することができる
。
【００３７】
　「本質的に構成する（される）」という表現は、マスキング層が、所望により、マスク
の特性（ネットワークの形成、容易な除去など）に影響を及ぼさない他の化合物を微量含
んでもよいことを意味するものと理解される。
【００３８】
　第一のコロイド水溶液は好ましくは、水及びポリマーコロイド粒子から構成され、従っ
て他の化学薬剤（例えば、色素、結合剤、可塑剤など）は除外される。同様に、コロイド
水性分散液は好ましくは、マスクの形成に用いられる唯一の混合物である。
【００３９】
　シリカゾル－ゲルとは異なり、第一の溶液は本質的に安定であり、ナノ粒子が既に形成
されている。第一の溶液は好ましくは、ポリマー前駆体型の反応性元素を含まない（又は
無視できる量しか含まない）。
【００４０】
　よって、ネットワークマスク（乾燥後）は、ナノ粒子の、好ましくはポリマー性の識別
可能なナノ粒子の積重体から本質的に構成することができる。ポリマーナノ粒子は、固体
で水に不溶なポリマーから構成される。
【００４１】
　第一の溶液は、代替的に又はその上に、無機の、好ましくはシリカ、アルミナ又は酸化
鉄の、ナノ粒子を含んでもよい。
【００４２】
　付加的なマスキングによって、本発明による方法は、電気的に絶縁することを意図する
ゾーンに１以上の一体ゾーンを形成することを可能とする。
【００４３】
　これらのゾーンは、下記の種々の機能、すなわち、
　・例えば加熱グリッドの加熱能力の調節のため、さもなければいくつかの電極を形成す
るために、グリッドゾーンを少なくとも２つのグリッド領域に分離するための分離ゾーン
、
　・グリッドと上部電極の接続システムとの間の分離ゾーン、
　・情報を送るためのコミュニケーションウインドウ、及び、
　・摩滅を防ぐため、接地を防止するための境界画定ゾーン、
を持つことができる。
【００４４】
　よって、グリッド又はグリッドを組み込んだ完全なデバイスの製造後ではなく、グリッ
ドの製造段階で、グリッドと接触した電気的絶縁ゾーンの形成が可能となる。
【００４５】
　実際、加熱導電性コーティングを有する従来の電気的に制御可能なデバイスでは、加熱
ゾーンは一般に化学的エッチング又は連続コーティングのレーザー処理により作製される
。
【００４６】
　そして、下部電極（基材に最も近い電極）として働く導電性グリッドを有する電気的に
制御可能なデバイス、特に、ＯＬＥＤ型のものでは、一般にＩＴＯで作製される導電性層
の化学的処理により、上部電極のブスバーを分離するのが一般的である。
【００４７】
　本質的に、本発明による方法を用いれば、グリッドのための被着ゾーンと一体ゾーンの
境界を画定することにより、導電性被着から保護するために、所望に応じて一体ゾーンの
設計（カバーによる、充填による、層による）を選択することもできる。
【００４８】
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　層の充填及び／又は液体被着により、及び／又はカバー（すなわち追加した一体マスク
）により、以下のもの、すなわち、
　・特にグリッド領域の端にある、少なくとも１つの一体ストリップ（直線、曲線のもの
）又は複数の一体ストリップ（一定の間隙で平行のものなど）、好ましくは１つの（且つ
同じ）グリッド端に開いた複数のストリップ、及び／又は、
　・特にグリッドゾーンの内部又は周辺ゾーンの、複数の一体の幾何学パターン（周期的
又は非周期的ネットワークで配置されている個別の丸い形状であるものなど）、
を形成することが可能である。
【００４９】
　例えば幅が５００μｍ未満、例えば２５０μｍ以下の、微細な一体（又は充填された）
パターンの形成が、それこそ特に求められる。
【００５０】
　第二のマスキング層などの充填層は、亀裂がないか、又は少なくとも深さの全体にわた
り亀裂がない。
【００５１】
　ネットワークマスク単独と同様、第二のマスキング層及び／又は充填マスクは、基材も
接続システムもグリッドも損傷することなく除去する（必要であれば）のに十分低いが、
導電性グリッド材料の被着に耐えそれに対するバリアを形成するのに十分高い値にとどま
る機械的強度を持ち得る。
【００５２】
　本質的に、充填マスクゾーンの形成の際には、液体被着がネットワークマスクをカバー
することができる。一体形成ゾーン又は充填もしくは更にはカバーされたマスクゾーンの
場合、粒子、特に無機質の、ミクロンスケールの粒子が添加されたペーストを被着させる
ことが可能である。これらの粒子は例えば、アルミナ、ＴｉＯ2又はＢａＴｉＯ3などの金
属酸化物であり得る。
【００５３】
　このペーストは熱処理によっては固化されない。例えば、それはガラスフリット、又は
任意の非架橋有機又は無機結合剤を含むことができる。
【００５４】
　ペーストは好ましくは、水又はアルコール、特に希釈アルコール（例えば、イソプロパ
ノール２０％及び水３５％）に可溶であることができる。
【００５５】
　ペーストは、満足のいく解像を可能とする任意の既知の印刷技術、例えばスクリーン印
刷により被着させることができる。
【００５６】
　一体ゾーンには、固体状態で被着される剥離可能な接着性ポリマーフィルムを使用する
ことができる（例えばヨーロッパ特許出願第１６１０９４０号明細書に記載されているも
のなど）。しかしながら、固体状態での被着には比較的複雑な被着装置が必要である。更
に、この剥離工程はかなり長く、面倒である場合が多く、基材の表面に微量の接着剤が残
ることがある。
【００５７】
　充填ゾーンでは、材料は固体ルート（粉末など）により又はＣＶＤもしくはＰＶＤによ
って被着させることができる。しかしながら、ここでもまた、固体状態での被着には比較
的複雑な及び／又はコストのかかる被着装置が必要となる。よって、本発明では液体被着
を用いることが好ましい。
【００５８】
　一体ゾーンでは、ポリマーフィルムを使用することができる。
【００５９】
　第一の例では、従来から表面（転写など）保護フィルムとして知られていた、液体ルー
トにより形成される剥離可能な接着性ポリマーフィルムが選択される。
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【００６０】
　例えば米国特許第５８６６１９９号明細書により例示されるように、ポリマー溶液（特
にビニルコポリマーの溶液）がガラス上に被着され、反応後に、ガラスに接着し剥離によ
り除去することができる連続フィルムが得られる。
【００６１】
　米国特許出願第２００２／０１７６９８８号明細書にも、剥離可能な保護フィルムを形
成するポリマーの水性分散液を被着させることが記載されている（特に実施例３に記載）
。
【００６２】
　その他の剥離可能なフィルムが、次のもの、すなわち、
　・スクリーン印刷、ブラシ又はスプレーガンで適用可能な、ＡＰＣＩＳ社により販売さ
れている溶媒相ブルーインク４２０Ｓ、
　・１６０～１８０℃で数分の重合をともなうスクリーン印刷によって適用可能な、又は
２００℃での処理中に水溶性である、溶媒フリーのＰｌａｓｔｉｓｏｌ可剥性ワニス１４
０－６００４４／２７、
　・スクリーン印刷により適用可能な、ＡＰＣＩＳ社により販売されている可剥性（且つ
水溶性）ワニス１４０－２０００４　ＰＲＩＮＴ　ＣＯＬＯＲ、
　・ポリカーボネートに基づくポリウレタンワニスである耐水可剥性のワニスＡＱＡＰＥ
ＥＬ　５５０、及び、
　・ＫＨＡＮＴＩ　ＣＯＲＲＯＳＩＯＮ社からの変成ビニル樹脂に基づく可剥性ワニス、
を含めて、販売されている。
【００６３】
　第二の例では、液相から得られ、水溶液を用いたクリーニングにより除去可能なポリマ
ーフィルムが選択される。このフィルムは、好ましくはネットワークマスクと同時に、水
で除去される。
【００６４】
　このようなフィルムはこれまで保護フィルムとしても開発されてきた。米国特許出願第
２００２／０１７６９８８号明細書には、例えば、種々のポリマーの水溶液の被着により
、水で洗浄することにより除去可能な保護フィルムが形成されることが記載されている。
一般に、ポリマー（例えば、上述の米国特許出願第２００２／０１７６９８８号明細書に
記載されているようなポリビニルアルコールもしくはポリ酸化エチレンの、又は国際公開
第００／５０３５４号パンフレットにおけるものなどのアクリル系の）の水溶液から得ら
れるフィルムは、ポリマー自体が水溶性であるので、水で容易に除去することができる。
【００６５】
　その他の水溶性フィルムが、次のもの、すなわち、
　・Ｃｏａｔｅｓ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｉｎｋｓ　ＧｍｂＨ社により販売されている製品ＬＡ
Ｂ－Ｎ２１０３５０：６０、
　・スクリーン印刷により適用可能な、ＡＰＣＩＳ社により販売されている水溶性ワニス
１４０－２０００４　ＰＲＩＮＴ　ＣＯＬＯＲ、
　・Ｍａｒａｂｕ社により販売されている製品Ｕｌｔｒａｇｌａｓｓ　ＵＶＧＬ及びＵｌ
ｔｒａｇｌａｓｓ　ＵＶＧＯ、
　・Ｌａｓｃａｕｘ　Ｌｉｆｔ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ社により販売されている製品Ｌａｓｃ
ａｕｘ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｆｉｌｌｅｒ及びＬａｓｃａｕｘ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｐａｉｎｔｉ
ｎｇ　Ｆｌｕｉｄ、及び、
　・ＢＡＳＦ／ＢＴＣ社により販売されている製品ＰＯＬＩＧＥＮ　ＥＳ９１０１０１８
、ＥＳ　９１０２２及びＥＳ９１０２５、
を含めて、販売されている。
【００６６】
　更に、水性分散液から得られる、従って水に不溶なポリマーの、フィルムも存在し、こ
れには塩基性溶液（例えば、やはり米国特許出願第２００２／０１７６９８８号明細書に
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記載されているような水酸化アンモニウムに基づく）又は水でクリーニングする前にガラ
スの表面からフィルムを引き離す特殊な洗剤及び有機製品（米国特許第５４５３４５９号
明細書に記載されたような）を使用することが必要となる。これらの溶液又は洗剤は注意
深く取り扱わなければならず、及び／又は比較的環境に有害であり、従って本発明のため
には使用しない。
【００６７】
　同様に、非常に塩基性の溶液により従来行われているゾル－ゲルマスクの除去は、グリ
ッド及び／又はその下にある表面を損なう可能性がある。
【００６８】
　よって、一体形成ゾーンとしては、可剥性ポリマーフィルムを形成すること、そうでな
ければ例えば上述のもののような、特にポリビニルアルコールに基づく、溶解したポリマ
ーの水溶液（分散液ではない）を被着させることにより可溶性ポリマーフィルムを形成す
ることができる。その後、可溶性ポリマーフィルムは水溶液で洗浄することにより除去さ
れる。
【００６９】
　充填ゾーンを形成するためには、ネットワークマスクの開口部に剥離可能な接着性フィ
ルムを与える上述のポリマー分散液又は溶液を充填すること、そうでなければ、特にポリ
ビニルアルコールに基づく、溶解したポリマーの溶液を開口部を通して被着させ、その後
該充填したマスクを水溶液で洗浄することにより除去することもでき、この場合第一の溶
液は（本質的に）水性であるように選択される。
【００７０】
　好ましくは、導電性被着に十分な耐性を有するが純水を用いて除去することができる、
液体ルートで被着されるマスク（一体又は充填ゾーン用）を開発することが求められる。
【００７１】
　よって、一体形成ゾーン又は充填マスクゾーンとしては、好ましくは水性溶媒中で、安
定化し分散している、コロイドナノ粒子の溶液を被着させることが好ましく、該ナノ粒子
（固体であり溶媒に不溶な少なくとも１つの材料でできた）は所定のガラス転移温度Ｔg

を有し、第二のマスキング層又は充填ゾーンはその温度Ｔgよりも高い温度、好ましくは
５０℃以下で乾燥させる。
【００７２】
　従って、第一のマスキング層と同様に、第二のマスキング層及び／又は充填材料は、識
別可能であり且つ特にポリマーであるコロイド粒子の（従って溶媒に不溶な材料のナノ粒
子の）積重体から本質的に構成することができる。ポリマーナノ粒子は水に不溶な固体ポ
リマーから構成される。
【００７３】
　「本質的に構成する（される）」という表現は、第二のマスキング及び／又は充填層が
、所望により、マスクの特性（ネットワークの形成、容易な除去など）に影響を及ぼさな
い他の化合物を微量含んでもよいことを意味するものと理解される。
【００７４】
　第一のマスキング層と同様に、第二のマスキング層及び／又は充填層のコロイド水溶液
は好ましくは、水及びポリマーコロイド粒子から構成され、従って、他の化学薬剤（例え
ば、色素、結合剤、可塑剤など）は除外される。同様に、コロイド水性分散液は好ましく
は、マスクの形成に用いられる唯一の混合物である。
【００７５】
　第二のマスキング層及び／又は充填層は、連続層を得るためにポリマーのガラス転移温
度Ｔgよりも高い温度で乾燥させる。既に示したように、このガラス転移温度よりも低い
乾燥には、開口部の形成が伴い、マスキング層の連続性が破壊されるということが実際に
認められた。
【００７６】
　ポリマーナノ粒子に基づく第二のマスキング層及び／又は充填層は好ましくは、乾燥時
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に合着しない明確に識別可能な粒子をより容易に維持するように、高くて７０℃、又は更
には５０℃で乾燥させる。実際、温度が高すぎると、もはや小さな識別可能な硬質球体で
はなく、一緒に結合した粒子で構成されるフィルムとなるリスクがあり、その後の除去の
容易さが損なわれる。
【００７７】
　第二のマスキング及び／又は充填層は好ましくは、周囲温度付近の温度又はやや高い温
度、例えば２５～３５℃で乾燥させる。好ましくは、温風乾燥又は少数の赤外線ランプを
利用することができる穏和な乾燥手段（周囲温度よりやや高い温度での）を場合によって
は除いて、加熱手段、例えば赤外線ランプなど、及び／又は強制的乾燥手段、例えば換気
システム、温風又は冷風の送風システムなどは用いない。
【００７８】
　実際、加熱又は乾燥が長すぎたり強すぎると、ポリマー粒子がもはや識別できず、合着
し、部分的もしくは更には完全に融解したフィルムを形成するリスクがあり、このように
して得られたフィルムは除去するのが困難である。これらの層は数分で、一般には３分以
内、又は更には２分以内に自然乾燥させることができることが分かっているので、強制的
乾燥又は加熱手段はほとんどの場合無意味である。
【００７９】
　他方、水に不溶なポリマーの水性分散液から（コロイド溶液からではなく）得られたフ
ィルムは、おそらくは化学重合反応又は粒子が部分的に融解し結合する現象のために、極
めて高い凝集性を有し、塩基性溶液又は特殊な有機製品の使用を必要とする。
【００８０】
　一般に、第二のマスキング及び／又は充填層のコロイド粒子の形状と大きさは乾燥によ
って実質的に変わらないことが好ましい。この特徴は粒子間に強い結合が存在しないとい
う一般的証拠であり、これは水での除去という望ましい効果を得るための決定因子である
。それは一般に、ポリマーのガラス転移温度に対して高すぎない温度での急速乾燥により
得られる。
【００８１】
　コロイド水性分散液及び／又は第二の乾燥マスキング及び／又は充填層におけるコロイ
ドポリマー粒子の平均直径は、好ましくは４０～５００ｎｍ、特に５０～３００ｎｍ、更
には８０～２５０ｎｍである。
【００８２】
　ポリマーは好ましくは、アクリルポリマー又はコポリマー、例えばスチレン／アクリル
コポリマーである。このタイプのポリマーは、ガラス表面に極めて弱く接着し、その層を
容易に除去できるという利点を持つ。
【００８３】
　更に、アクリル分散液は、制御された再現性のある大きさの粒子が得られるエマルショ
ン重合反応により容易に得られる。例えばポリウレタンなどの他種のポリマーも使用可能
である。
【００８４】
　分散液で用いられるポリマーは、乾燥中及び／又はその後に種々の粒子間で重合反応が
起こらないように、完全に重合されていることが好ましい。具体的には、これらの化学反
応は第二のマスキング及び／又は充填層の凝集を不所望に増加させ、純水を用いた除去が
できなくなる。
【００８５】
　第二のマスキング及び／又は充填層のポリマー又は各ポリマーのガラス転移温度は、好
ましくは３０℃以下である。実際、ガラス転移温度は得られた層の耐水性に影響を及ぼす
ことが分かっている。ポリマーのガラス転移温度が２０℃前後よりも低い場合、第二のマ
スキング及び／又は充填層は冷水でより容易に除去される。より高いガラス転移温度（従
ってより高い温度での乾燥を必要とする）では、得られた層の冷水耐性はより高くなるが
、温水を用いて除去できる。
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【００８６】
　コロイド水性分散液は、フローコーティング、ディップコーティング、カーテンコーテ
ィング又はスプレーコーティングなどの種々の技術によって被着させることができる。
【００８７】
　解像度を良くするには、一体マスクゾーン及び／又はカバーゾーンをグリッドゾーンの
後に作製することが好ましい。特に、主表面全体を実質的にカバーしてからカバーゾーン
を形成するために、第一のマスキング層を被着させることが可能である。
【００８８】
　従って、このカバーはネットワークマスク上に被着させる。
【００８９】
　このカバーは追加される一体の構成要素であり、一般に平坦であり、例えば金属又はプ
ラスチックのフィルムである。それは例えば、ニッケル又はその他の任意の磁性材料（従
ってネットワークマスク面とは反対の面に磁石で保持することができる）製の、そうでな
ければステンレス鋼製又は銅製のマスクでよい。カバーは所望により孔があいていてもよ
い。
【００９０】
　同様に、一体マスクゾーンを形成する前にネットワークマスクを形成することが好まし
い。
【００９１】
　更に、ネットワークマスクゾーンは、まっすぐでも曲がっていても、例えば幾何学的形
状（長方形、正方形、円形）など、いずれの形状であってもよい。
【００９２】
　充填ゾーン及び／又は第二のマスクゾーン及び／又はカバーゾーンもそれ自体、まっす
ぐな形状でも曲がった形状でもよく、例えば幾何学的形状（長方形、正方形など）であっ
てもよい。
【００９３】
　更に、第一のマスキング層の性質のため、ネットワークマスクの一部を、それを損なう
ことなく、あるいはその下にある表面を損傷することなく、特に、光学的及び／又は機械
的手段である穏和且つ簡単な手段によって、選択的に除去することが可能である。
【００９４】
　ネットワークマスクの材料は、基材を損傷することなくそれを除去するのに十分小さい
が、グリッドのための導電性材料の被着に耐えるのに十分である機械的強度を持つ。
【００９５】
　このようなネットワークマスクの除去は、好ましくは自動化され、
　・機械的作用により、特に、送風（強制的気流など）、非研磨性エレメント（フェルト
、布帛、黒板ふきタイプの）でのこすり取り、切削エレメント（刃物など）での切削によ
り、及び／又は、
　・昇華、アブレーション、レーザータイプの手段により、
行うことができる。
【００９６】
　除去のタイプは、所望の解像度に応じ、及び除去手段と接触して残るマスクの端部に対
する影響に応じて、選択することができる。
【００９７】
　一実施形態では、基材全面に第一の溶液の液体被着を行うことが可能であって、これは
実施がより簡単であり、そしてネットワークマスクを、特に、
　・少なくとも１つの一体ストリップ（接続システムのため及び／又は他の電気的機能の
ための）を作り出すために少なくともネットワークマスクの一端に沿って（好ましくは基
材の端部近くで）、
　・２つの一体ストリップを互いに向き合わせて又は２つの隣接する端部に形成するため
にネットワークマスクの２つの端部に沿って、及び、
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　・周囲全体（長方形の枠、リングなど）に一体ストリップを作り出すためにネットワー
クマスクの（完全な）輪郭を与えるよう、
部分的に除去することが可能である。
【００９８】
　部分的除去により、一体層としての導電性被着物を受け取る準備のできた１以上のゾー
ンが作製される。
【００９９】
　このようにして、グリッド及び１以上の接続システム要素及び／又は他の電気的機能性
の要素を一度に形成することができる。
【０１００】
　本発明において、「接続システムゾーン」という表現は、グリッドが電極として又は加
熱グリッドとして用いられる場合には更に電流供給ゾーンを意味するものと解される。
【０１０１】
　従って、電力供給ワイヤ又は他のいずれかの接続要素を接続システムゾーンに接続する
ことができる（溶接、ボンディング、圧着により）。この解決策は、先行技術文献の米国
特許第７１７２８２２号明細書でそれに関する電気的接続が弱い（電気的接触が不十分で
あるというリスクがある）ものではないと提案されているように、グリッドへのワイヤの
直接的接続にとって好ましい。
【０１０２】
　よって、連続した導電一体ゾーンの形成は、目的デバイスのコストを引き上げることな
く、又は製造時間を長くすることなく、電気的接触が不十分であるというリスクを制限す
る。
【０１０３】
　当然のことながら、グリッド用の被着ゾーン及び一体導体（電力供給）用のゾーン及び
一体マスキングゾーンを画定することにより、求めに応じて「接続システム」の設計を選
択することも更に可能である。
【０１０４】
　この方法は、少なくとも１つの一体（液体被着による）又は充填マスクゾーンの部分的
な機械的及び／又は光学的除去により、上記の面にマスキングのないゾーンを形成するこ
とを含んでもよい。第二のマスキング層又は充填層の被着は、ネットワークマスクゾーン
とマスキングのないゾーンとを分離してもよい。
【０１０５】
　好適な部分的除去及び／又は好適な一体マスキング（充填層、カバーなど）により、マ
ーク（例えば整合マーク）、装飾的要素、識別要素、ロゴ又は商標を形成するように準備
をすることが可能である。
【０１０６】
　マスキング層の被着のための表面は、フィルム形成性であり、特に溶媒が水性である場
合好ましくは親水性である。
【０１０７】
　「親水性」という用語は、直径１ｍｍの水滴の接触角が１５°未満、更には１０°未満
である表面を意味するものと理解される。
【０１０８】
　これは基材の表面、好ましくは透明な、すなわち、ガラス、プラスチック（例えばポリ
カーボネート）もしくは石英の、表面であり、あるいは場合により機能的な追加された下
層、すなわち、親水性層（例えばプラスチック上のシリカの層）及び／又はアルカリ金属
に対するバリア層及び／又はグリッド材料の付着促進層、及び／又は（透明な）導電性層
、及び／又は有色もしくは不透明な装飾層、及び／又は該当する場合であればエッチング
停止層の、表面である。
【０１０９】
　米国特許第７１７２８２２号明細書に記載されている電極の製造方法は、既に示したよ
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うに（例えば金属コロイドの）好適な接着を可能とするためか、又は金属の後成長のため
の触媒グラフトを可能とするために、亀裂に（化学的又は物理的に）変性可能な下層を被
着するのを必然的に必要としており、従ってこの下層がネットワークの成長プロセスにお
いて機能的役割を持っている。
【０１１０】
　本発明による下層は、必ずしもグリッド材料の電気的被着のための成長層であるとは限
らない。
【０１１１】
　マスキング層と基材との間にいくつかの下層があってもよい。
【０１１２】
　よって、本発明による基材は、ベース層であり、従って基材に最も近い層であって、連
続的なアルカリ金属バリア層である、下層を含むことができる。このようなベース層は、
導電性被着（特に電極を形成するための）の場合に、汚染（層剥離などの機械的欠陥に至
りかねない汚染）からグリッド材料を保護し、更にその導電性を維持する。
【０１１３】
　ベース層は丈夫であり、種々の技術に従って迅速且つ容易に被着される。それは例えば
、特に気相での熱分解技術（「化学蒸着」を意味するＣＶＤの省略形で示されることが多
い技術）により被着することができる。この技術は、被着パラメーターを適宜調節すれば
強化バリア用の極めて緻密な層を得ることができることから、本発明にとって有利である
。
【０１１４】
　ベース層には、所望により、真空下での被着をより安定にするためにアルミニウム及び
／又はホウ素をドープしてもよい。ベース層（所望によりドープされた、単層又は多層）
の厚さは１０～１５０ｎｍでよく、より好ましくは１５～５０ｎｍでよい。
【０１１５】
　ベース層は好ましくは、
　・酸化ケイ素、オキシ炭化ケイ素を基礎材料とするもの、一般式ＳｉＯＣの層、
　・窒化ケイ素、オキシ窒化ケイ素、オキシ炭窒化ケイ素を基礎材料とするもの、一般式
ＳｉＮＯＣ、とりわけＳｉＮ、特にＳｉ3Ｎ4の層、
であることができる。
【０１１６】
　特には、ドープ又は非ドープの窒化ケイ素Ｓｉ3Ｎ4から（主として）作られたベース層
が好ましいものであり得る。窒化ケイ素は極めて迅速に被着されて、アルカリ金属に対し
て優れたバリアを形成する。
【０１１７】
　金属グリッド材料（銀、金）の、特にガラスへの付着を促進する層として、ＮｉＣｒ、
Ｍｏ又はＭｏＣｒ、Ｔｉ、Ｎｂ、Ａｌ、単独又は混合された、ドープ又は非ドープの金属
酸化物（ＩＴＯなど）を基礎材料とする層を選択することができ、層の厚さは例えば５ｎ
ｍ以下である。
【０１１８】
　基材が疎水性である場合、シリカ層などの親水性の層を加えることができる。
【０１１９】
　選択されるガラス基材は一般に、平坦な又は湾曲した、単一又は多重（二重、三重など
）グレージング、強化又は徐冷したグレージング、無色又は着色グレージングなどの、グ
レージングであり、その厚さは特に１～１９ｍｍ、もっと言うならば２～１０ｍｍ、更に
は３～６ｍｍである。
【０１２０】
　大気圧プラズマ源を用いて開口部のネットワークをクリーニングすることが可能である
。
【０１２１】
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　本発明はまた、主表面に、
　・ネットワークマスクと呼ばれ、実質的に直立した端部のマスク領域を有する、サブミ
リメートルの開口部を有するマスクであり、該ネットワークマスクは、識別可能な、好ま
しくはポリマーの、特に実質的に球形の、例えば５０℃より高いガラス転移温度を有する
球状ナノ粒子の、積重体を含み（好ましくは本質的にそれらから構成される）、ネットワ
ークマスクゾーンとして知られる１つのゾーンのマスクであって、好ましくは親水性表面
上にあるマスク、
　・ネットワークマスクゾーンに隣接する少なくとも１つの一体マスキングゾーン、
　・及び／又は少なくとも１つの充填ネットワークマスクゾーン、
　・及び／又はネットワークマスクゾーン上にカバーを有する少なくとも１つのカバーゾ
ーン、
を備えた基材も提供する。
【０１２２】
　マスキング層（適切な場合には乾燥後の）の厚さは好ましくは、２～１００ミクロン、
特に５～５０ミクロン、又は更には１０～３０ミクロンである。
【０１２３】
　一体マスキングゾーン及び／又は充填ゾーン及び／又はカバーは、例えば、ネットワー
クマスクゾーンを少なくとも２つの領域に分離してもよい。一体マスキングゾーン及び／
又は充填ゾーン及び／又はカバーは、マスキングのないゾーンとネットワークマスクゾー
ンを分離してもよい。
【０１２４】
　主表面は更に、ネットワークマスクゾーンと接触して隣接するマスキングのない第二の
ゾーンを少なくとも１つ備えてもよい。加熱グリッドの場合、一体マスキングゾーンは加
熱能力を調節する（電流の分布を調節する）ように配置される。
【０１２５】
　本発明によるこの製造方法により、好適な特徴的寸法の、すなわち、
　・ネットワークの開口部の（平均）幅Ａがミクロンサイズ、あるいはナノスケールであ
り、特に数百ｎｍ～数十ミクロン、とりわけ２００ｎｍ～５０μｍであり、
　・パターンの（平均）寸法（従って隣接する開口部間の寸法）Ｂがミリメートル台又は
更にはサブミリメートル台であり、特に５～８００μｍ、又は更には１００～２５０μｍ
であり、
　・Ｂ／Ａ比が、特に粒子の性質に応じて調節可能であり、特に７～２０又は更には４０
であり、
　・マスクの所定の領域、あるいは表面の大部分もしくは全体において、開口部の最大幅
と開口部の最小幅との差が４未満、又は更には２以下であり、
　・マスクの所定の領域、あるいは表面の大部分もしくは全体において、最大パターン寸
法と最小パターン寸法との差が４未満、又は更には２以下であり、
　・マスクの所定の領域、あるいは表面の大部分もしくは全体において、開放パターン（
非貫通又は「ブラインド」開口）の程度、言い換えれば、相互接続が断絶している程度が
、５％未満、又は更には２％以下であり、従って、ネットワークの断絶が限られているか
、又はほぼゼロであって、それは所望によりネットワークのエッチングによって低減し、
なくすこともでき、
　・所定のパターン、所定の領域における又は表面全体にわたるパターンの大部分又は全
てについて、そのパターンに特徴的な最大寸法とそのパターンに特徴的な最小寸法との差
が、等方性を強めるために２未満であり、及び、
　・ネットワークのセグメントの大部分又は全てについて、端部が、特に１０μｍ程度の
（例えば２００倍の光学顕微鏡で観察される）一定の間隔をあけ、平行になっている、
ランダムな（形状及び／又は大きさ）、非周期的パターンからなるマスクを、低コストで
得ることができる。
【０１２６】
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　幅Ａは、例えば、１～２０μｍ、又は１～１０μｍであることができ、Ｂは５０～２０
０μｍであることができる。
【０１２７】
　これは、開口部の幅Ａと実質的に同一の平均ストランド幅Ａ’と、開口部間の間隔Ｂ（
網目の寸法）と実質的に同一のストランド間の（平均）間隔Ｂ’によって画定されるグリ
ッドをその後作製するのを可能にする。
【０１２８】
　特に、ストランドの寸法Ａ’は好ましくは数十ミクロン～数百ｎｍであることができる
。Ｂ’／Ａ’比は７～２０、あるいは３０～４０から選択することができる。
【０１２９】
　開口部により画定される（そして得られたグリッドの網目における）パターンは、様々
な形状であり、一般に３、４又は５つの辺、例えば主として４つの辺を有し、及び／又は
ランダム且つ非周期的に分布した様々な大きさのものである。
【０１３０】
　パターン（網目それぞれ）の大部分又は全てについて、１つのパターンの２つの隣接す
る辺の間の角度は６０°～１１０°であることができ、特に８０°～１００°であること
ができる。
【０１３１】
　１つの構成においては、開口部（所望によりほぼ平行な）を有する主要ネットワークと
、場所と間隔がランダムな開口部（所望によりその平行なネットワークとほぼ垂直な）の
二次的なネットワークが得られる。これらの二次的な開口部の幅は、例えば、主要開口部
よりも小さい。
【０１３２】
　Ｂ、Ａ及び／又はＢ／Ａ比を調整するためには、密なコロイドと、特に基材のナノ組織
化による、基材表面との摩擦係数、ナノ粒子の大きさと初期のナノ粒子濃度、溶媒の性質
と被着技術に依存する厚さ、から選択されるその他の制御パラメーターを変更することが
可能である。
【０１３３】
　ネットワークマスクの厚さは、最大で数十ミクロンまでのサブミクロンの厚さとするこ
とができる。マスキング層の厚さが大きくなるほど、Ａは（別々にＢも）大きくなる。
【０１３４】
　濃度が高くなるほど（その他は全て等しいものとして）、Ｂ／Ａは小さくなる。
【０１３５】
　ネットワークマスク開口部の端部は実質的に直立しており、すなわち、中央面に対して
８０～１００°、又は８５°～９５°で中央面に沿っている。
【０１３６】
　更に、一般に規則的且つ周期的形状（正方形、長方形）の、フォトリソグラフィーによ
り製造されたグリッドの特徴的寸法は、例えば３００μｍの間隔を置いて、２０～３０μ
ｍ幅の金属ストランドのネットワークを形成し、それらは点光源により照射されると、回
折パターンの供給源となる。そして、ランダムなパターンを有するグリッドの製造はいっ
そうより困難となり、費用もかかる。作製するパターンごとに特定のマスクが必要となる
。
【０１３７】
　更に、この先行技術の製造方法では解像限界が数十μｍ前後であり、感覚的に視認でき
るパターンを残す。
【０１３８】
　よって、本発明によるネットワークマスクによれば、どんな大きさであっても、他の形
状の不規則的グリッドを低コストで提供することができる。
【０１３９】
　本発明によれば、ストランドの寸法は非常に小さくてもよく（数μｍ）、ストランドの
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厚さも非常に小さくてもよい（例えば５００ｎｍ）。よって、これらのグリッドは低い電
気抵抗（＜２オーム）と高い光透過率（＞８０％）を有し、ほとんど目に見えない。
【０１４０】
　このマスクにより、米国特許第７１７２８２２号明細書で提案されている単純なネット
ワーク導体ではなく、実質的な網目又は覆いを備えた不規則的グリッド、すなわち少なく
とも１つの（グリッド）方向におけるランダムなグリッドの製造が可能となる。
【０１４１】
　よって、本発明はまた、
　・第一のマスキング層の乾燥及び一体マスキングゾーン（必要に応じ乾燥した）及び／
又は充填マスクゾーン（必要に応じ乾燥した）の形成後、及び／又はカバーの配置後に、
導電性材料を、
　・開口部の深さの一部分が充填されるまで、既に画定されたネットワークマスクの開口
部を通して、表面へ（直接又は間接的に）被着させること、
を含み、且つ、
　・第一のマスキング層を除去してサブミリメートルの導電性グリッドを露出させること
、
　・第二のマスキング層及び／又は充填層及び／又はカバーを除去して機能性ゾーンをむ
き出しにすること、
を引き続いて含む、基材の主表面におけるサブミリメートルの導電性グリッド及び（いわ
ゆる）機能性ゾーンの作製にも関する。
【０１４２】
　この導電性グリッドは、電気的に制御可能なシステム及び／又は加熱グリッドの１以上
の（半）透明の電極を形成することができる。
【０１４３】
　当然のことながら、一体マスクゾーン及び／又は充填マスクゾーン及び／又はカバーに
導電性被着物を被着することもできる。
【０１４４】
　その場合、ストランドの配置（言い換えれば、ストランドのネットワーク、網目を画定
するストランド）は、実質的に開口部のネットワークのそれのレプリカとなる。
【０１４５】
　ネットワークマスクの開口部の端部が直立している（その結果開口部の端部に沿っての
被着が全くないかほとんどなくなることになる）ため、コーティングしたマスクをグリッ
ドを損傷することなく除去することができる。
【０１４６】
　簡単にするため、指向性のグリッド材料被着技術を有利に使用することができる。被着
は、開口部を通し且つマスクの全体を覆って行うことができる。
【０１４７】
　好ましくは、第一のマスキング層の除去は、液体ルートによって、グリッドに対して不
活性な溶媒、好ましくは水、そうでなければアセトン、アルコール、ＮＭＰ（Ｎ－メチル
ピロリドン）により行い、この溶媒は所望により温められ、及び／又は超音波の助けを借
りる。
【０１４８】
　第二のマスキング層及び／又は充填層の除去は、第一のマスキング層の除去の前、除去
の後、又は除去と同時に行うことができる。
【０１４９】
　好ましくは、第一のマスキング層、第二のマスキング層及び／又は充填層の除去は、液
体ルートによって、特に１つの同じ、好ましくは水性の、溶媒により、一段階で行う。
【０１５０】
　除去のためには、避けがたい微量物質以外に、有機化合物（例えば洗浄剤）又は無機化
合物（例えばアンモニウム塩）を含まないという意味で、水は純粋であることが好ましい
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。用いる水のｐＨは好ましくは６～８、特に６．５～７．５である。ｐＨは、特に脱イオ
ン水の場合には、６より低くてよいこともある。
【０１５１】
　この方法は更に、ネットワークマスクゾーンに隣接及び接触しているか、又は一体マス
キングゾーンもしくは充填マスクゾーンに隣接している、マスキングのないゾーンに導電
性材料を被着させることを含むことができる。
【０１５２】
　この方法は、むき出しの機能性ゾーンに絶縁材料、例えばシリカ又は窒化ケイ素を被着
させる（特にマグネトロンスパッタリング又はプラズマＣＶＤにより）ことを含んでもよ
い。
【０１５３】
　導電性材料の被着は、大気圧での、特にプラズマによる、被着、スパッタリングによる
又は蒸着による、真空下での被着でよい。
【０１５４】
　よって、この場合、周囲温度で行うことができる、及び／又は単純である（特に、必然
的に触媒を必要とする触媒作用による被着よりも単純である）、及び／又は緻密な被着を
施す、１以上の被着技術を選択することが可能である。
【０１５５】
　電解により、導電性材料上に導電性材料を被着させることができる。
【０１５６】
　よって、この被着は、所望により、Ａｇ、Ｃｕ、Ａｕ又は高い導電率を有する別の使用
可能な金属からなる電極を用いる電解再充填によって全うしてもよい。
【０１５７】
　基材が絶縁性である場合、電解被着はマスク除去の前後のいずれで行ってもよい。
【０１５８】
　Ｂ’／Ａ’比（ストランド間隔Ｂ’／ストランド幅Ａ’）を変えることで、曇り度の値
が１～２０％のグリッドが得られる。
【０１５９】
　本発明はまた、好ましくは、透明であり、主表面に、サブミリメートルの不規則的な導
電性グリッド、すなわち、グリッドの少なくとも１つの方向に（従って基材に対して平行
な）、特にランダムな、（閉じられた）網目を備えたストランドの二次元ネットワークと
、そのグリッドに隣接し、好ましくは接触した、機能性ゾーンとを有する、基材に関する
。
【０１６０】
　このグリッドと機能性ゾーンは特に、前もって既に画定されたマスクを有する基材から
形成してもよく、又はこれまでに既に明示した製造方法によって形成してもよい。
【０１６１】
　この表面はまた、導電性材料、例えば上述の導電性材料に隣接し、好ましくはそれと接
触した、一体の導電性ゾーンも備えていてもよい。
【０１６２】
　この一体導電性ゾーンは幅広の、特に長方形の、ストリップであることができる。
【０１６３】
　上述のグリッドは、以下の特徴の一つ以上を持つことができる。
　・ストランドのサブミリメートルの（平均の）幅（Ａ’）に対するストランド間の（平
均の）間隔（Ｂ’）の比が７～４０であること。
　・グリッドの網目がランダム（非周期的）であり、多様な形状及び／又は大きさである
こと。
　・ストランドにより画定された網目が３辺及び／又は４辺及び／又は５辺、例えば大抵
は４辺、を有すること。
　・グリッドが少なくとも１つのグリッド方向において、好ましくは二方向において、非



(20) JP 5677961 B2 2015.2.25

10

20

30

40

50

周期的な（又はランダムな）構造を持つこと。
　・所定の領域又は表面全体の大部分又は全部に関して、網目の最大の特徴的寸法と網目
の最小の特徴的寸法との差が２未満であること。
　・網目の大部分又は全部に関して、１つの網目の隣接する二辺の間の角度が６０°～１
１０°、特に８０°～１００°であり得ること。
　・ストランドの最大幅とストランドの最小幅との差が、所定のグリッド領域において又
は表面の大部分もしくは全部において４未満、又は２以下であること。
　・所定のグリッド領域において又は表面の大部分もしくは全部において、最大網目寸法
（網目を形成するストランド間の間隔）と最小網目寸法との差が４未満、又は２以下であ
ること。
　・所定のグリッド領域において又は表面の大部分もしくは全部において、封止されてい
ない網目及び／又は切断された（「ブラインド」）ストランドセグメントの量が５％未満
、又は２％以下であること、すなわち、ネットワークの破断が限定されているか、又はほ
ぼゼロであること。
　・ほとんどの部分に関して、ストランドの端部は１０μｍ程度（例えば２００倍の光学
顕微鏡で観察される）の一定間隔をあけ、特に実質的に直線、平行であること。
【０１６４】
　本発明によるグリッドは等方性の電気特性を有することができる。
【０１６５】
　優先的な方向を有する先行技術のネットワーク導体とは違い、本発明による不規則的グ
リッドは点光源を回折することができない。
【０１６６】
　ストランドの太さは実質的に一定の太さでよく、あるいは基部が広くなっていてもよい
。
【０１６７】
　本発明によるグリッドは、ストランド（場合により概ね平行な）を備えた主要ネットワ
ークと、ストランド（場合により上記の平行なネットワークに対して概ね垂直な）の二次
的ネットワークを含み得る。
【０１６８】
　本発明によるグリッドは、先に示したように、プラスチック又は無機材料製の基材、特
にガラス機能を有する基材の、少なくとも１つの表面部分に被着させることができる。
【０１６９】
　本発明によるグリッドは、先に示したように、親水性層及び／又は接着を促進する層及
び／又はバリア層及び／又は装飾層である下層の上に被着させてもよい。
【０１７０】
　本発明による導電性グリッドは、０．１～３０Ω／□のシート抵抗を持ち得る。有利に
は、本発明による導電性グリッドは、特に１μｍ以上のグリッド太さに関して、好ましく
は１０μｍ未満又は５μｍ以下のグリッド太さに関して言えば、５Ω／□以下、又は１Ω
／□以下、又は更には０．５Ω／□の、シート抵抗を持ち得る。
【０１７１】
　基材は平面であっても曲面（例えば、同軸ランプ用の管体）であってもよく、更には硬
質、軟質又は半軟質であってもよい。
【０１７２】
　平面基材の主表面は長方形、正方形、更には他のいずれの形状（円形、楕円形、多角形
など）であってもよい。
【０１７３】
　基材は、例えば表面積が０．０２ｍ2、更には０．５ｍ2又は１ｍ2より大きい、大型の
ものでもよい。
【０１７４】
　基材は実質的に透明な、無機材料製、又はポリカーボネートＰＣもしくはポリメチルメ
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タクリレートＰＭＭＡ、あるいはＰＥＴ、ポリビニルブチラールＰＶＢ、ポリウレタンＰ
Ｕ、ポリテトラフルオロエチレンＰＴＦＥなどのプラスチック製であることができる。
【０１７５】
　基材は好ましくはガラスであり、特にソーダ－石灰－シリカガラス製である。
【０１７６】
　基材は、それが実質的に透明である場合、及び無機材料（例えばソーダ－石灰－シリカ
ガラス）に基づく場合、又はプラスチック（例えばポリカーボネートＰＣもしくはポリメ
チルメタクリレートＰＭＭＡ、あるいはＰＥＴなど）に基づく場合には、ガラス機能を有
することができる。
【０１７７】
　紫外線を透過させるためには、基材は好ましくは、石英、シリカ、フッ化マグネシウム
（ＭｇＦ2）、フッ化カルシウム（ＣａＦ2）、ホウケイ酸ガラス又は０．０５％未満のＦ
ｅ2Ｏ3を含むガラスから選択することができる。
【０１７８】
　厚さ３ｍｍに関して、以下に例を示す。
　・フッ化マグネシウム又はカルシウムは、紫外バンド全域、すなわちＵＶＡ（３１５～
３８０ｎｍ）、ＵＶＢ（２８０～３１５ｎｍ）、ＵＶＣ（２００～２８０ｎｍ）、及びＶ
ＵＶ（約１０～２００ｎｍ）にわたり、８０％超又は更には９０％超を透過させる。
　・石英及び特定の高純度シリカは、ＵＶＡ、ＵＶＢ及びＵＶＣバンドの全域にわたり、
８０％超又は更には９０％超を透過させる。
　・ホウケイ酸ガラス、例えばＳｃｈｏｔｔ社からのＢｏｒｏｆｌｏａｔなどは、ＵＶＡ
バンド全域にわたり７０％超を透過させる。
　・０．０５％未満のＦｅ（ＩＩＩ）又はＦｅ2Ｏ3を含むソーダ－石灰－シリカガラス、
特にＳａｉｎｔ－Ｇｏｂａｉｎ社からのＤｉａｍａｎｔガラス、Ｐｉｌｋｉｎｇｔｏｎ社
からのＯｐｔｉｗｈｉｔｅガラス、Ｓｃｈｏｔｔ社からのＢ２７０ガラスなどは、ＵＶＡ
バンド全域にわたり７０％超又は更には８０％超を透過させる。
【０１７９】
　しかしながら、Ｓａｉｎｔ－Ｇｏｂａｉｎ社により販売されているＰｌａｎｉｌｕｘガ
ラスなどのソーダ－石灰－シリカガラスは、３６０ｎｍを超える帯域に８０％超の透過率
を有し、これは特定の建造物と特定の用途にとって十分と言える。
【０１８０】
　上記のグリッドでコーティングされた基材の（全）光透過率は５０％以上となることが
でき、よりいっそう好ましくは７０％以上、特には７０％～８６％となる。
【０１８１】
　上記のグリッドでコーティングされた基材の、所定の紫外バンドにおける（全）透過率
は５０％以上となることができ、よりいっそう好ましくは７０％以上、特には７０％～８
６％となる。
【０１８２】
　Ｂ’／Ａ’比は、第一のグリッド領域と第二のグリッド領域で異なってもよく、例えば
少なくとも２倍となってもよい。
【０１８３】
　第一及び第二の領域は、異なる又は同じ形状であってもよく、及び／又は異なる又は同
じ大きさであってもよい。
【０１８４】
　ネットワークの光透過率は、ストランドの平均幅Ａ’に対するストランド間の平均距離
Ｂ’の比Ｂ’／Ａ’に依存する。
【０１８５】
　透明度を容易に保持し、製造を容易にするためには、Ｂ’／Ａ’比は５～１５が好まし
く、よりいっそう好ましくは１０前後である。例えば、Ｂ’とＡ’はそれぞれ５０μｍ前
後と５μｍ前後である。
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【０１８６】
　特に、平均ストランド幅Ａ’は、それらの可視性を制限するため１００ｎｍ～３０μｍ
、好ましくは１０μｍ以下、更には５μｍ以下となるよう選択され、製造を容易にし高い
導電率と透明度を容易に保持するため１μｍ以上となるよう選択される。
【０１８７】
　特に、透明度を容易に保持するためには、Ａ’より大きいストランド間の平均距離Ｂ’
を、５μｍ～３００μｍ、更には２０～１００μｍとなるよう選択することが更に可能で
ある。
【０１８８】
　透明度と高い導電率を容易に保持するためには、ストランドの太さは１００ｎｍ～５μ
ｍ、特にミクロンサイズでよく、更により好ましくは０．５～３μｍでよい。
【０１８９】
　本発明によるグリッドは、大きな表面積であることができ、例えば、０．０２ｍ2以上
、更には０．５ｍ2以上もしくは１ｍ2以上の表面積であることができる。
【０１９０】
　上記のグリッドは、いくつかのゾーンに分割された電極、電位の異なる複数のコプレー
ナ電極、又は加熱グリッドを形成することができ、そして機能性ゾーンはグリッドゾーン
（加熱ゾーン又は電極ゾーン）のための分離ゾーンであってもよい。
【０１９１】
　上記のグリッドはまた、加熱グリッドを形成してもよく、機能性ゾーン（ラインなど）
は加熱能力を調節するために用いられる。
【０１９２】
　基材はグリッドに隣接する一体の導電性ゾーンを含むことができ、グリッドは下部電極
（基材に最も近いもの）を形成してもよく、そして機能性ゾーンは上部電極のための接続
ゾーンなどの一体導電ゾーンのための分離ゾーンとして働くことができる。
【０１９３】
　本発明によるグリッドは、特に、有機発光デバイス（ＯＬＥＤ）、とりわけ背面発光型
ＯＬＥＤ又は背面及び前面発光型ＯＬＥＤのための下部電極（基材に最も近いもの）とし
て用いることができる。
【０１９４】
　上記のグリッドは、車両用アンテナグレージング（フロントガラス、リアウインドウ、
ポートホールなど）のアンテナコーティングを形成することができ、あるいは建築用もし
くは車両用（フロントガラス、リアウインドウ、ポートホールなど）グレージングの加熱
グリッドを形成することができる。
【０１９５】
　基材は、情報伝送放射には不透明すぎることがあり（例えばガラス又はプラスチック基
材）、機能性ゾーンがコミュニケーションウインドウ（電子料金収受システムなど）を形
成することができる。
【０１９６】
　実際、現行の技術では、車両用か建物用かに関わらず、多種多様な用途向けに、スペク
トルの不可視域における電磁放射の手段による信号及びデータの伝達を利用することが可
能である。
【０１９７】
　よって、現状では、遠隔制御アラーム又はロックシステムに、例えば赤外線エミッター
とレシーバーが用いられている。自動車に関しては、この技術により、交通状況又は車両
の位置に関する情報の伝達、税金認証システムとのやりとり、又はある車両と別の車両と
の間隔の計算が可能となり、建物に関しては、人の接近の記録が可能となる。このような
用途については、マイクロ波（例えば５．６ＧＨｚ）又は紫外線のエミッターとレシーバ
ーを使用することができる。
【０１９８】
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　マイクロ波技術自体は、例えばデジタルネットワーク内での無線電話による伝達、衛星
により行われるものであれそうでないものであれデジタル式の音声放送、そしてまた無線
検知システムの手段による車両の位置特定などの、他の多くの機能の実施を可能とする。
【０１９９】
　よって、信号及びデータの伝達のために、コミュニケーションウインドウが提供される
。
【０２００】
　コミュニケーションウインドウはいずれの形状（正方形、長方形など）であってもよい
。それは好ましくは、周辺部に、例えばグレージングの一端、好ましくは接続システムの
ない一端に沿って、配置することができる。
【０２０１】
　グリッドは、電気的機能を有する層（電極、加熱グリッド）であってもよく、そして機
能性ゾーンがそのグリッドを取り囲み（輪郭を形成する）、特に基材の周辺枠を取り囲む
。
【０２０２】
　これにより、例えば、接地（特に車体との接触）の防止及び／又はグリッドの腐食から
の保護が可能となる。
【０２０３】
　多層グレージング（ＥＶＡ、ＰＵ、ＰＶＢなどの中間層を積層するタイプ）に、本発明
によるグリッドを機能性ゾーンとともに備えた基材を組み込むことができる。
【０２０４】
　本発明はまた、先に記載したマスクの製造から得られるものなどの、伝達において機能
するグリッドを、グレージングに組み込むことにも関する。
【０２０５】
　「グレージング」という用語は、広義で理解すべきものであり、ガラス及び／又はポリ
マー材料（例えばポリカーボネートＰＣ又はポリメチルメタクリレートＰＭＭＡなど）で
製作される、ガラス機能を有する任意の本質的に透明な材料を包含する。支持基材及び／
又は対向基材、すなわち能動システムに接して位置する基材は、硬質であっても軟質であ
っても半軟質であってもよい。
【０２０６】
　本発明はまた、これらのデバイス、グレージング又はミラーについて見いだされる種々
の用途にも関し、それらは建築用グレージング、特に外装グレージング、屋内間仕切り、
又はガラス張りのドアを生産するために使用可能である。それらはまた、例えば列車、飛
行機、自動車、船舶及び工事車両などの輸送手段の窓、屋根又は室内間仕切りにも使用可
能である。
【０２０７】
　それらはまた、映写用画面、テレビ又はコンピューター画面、タッチ感応式画面などの
ような表示画面、照明用の面及び加熱グレージングにも使用可能である。
【０２０８】
　従って、それは、先に記載したような機能性ゾーンを備えたサブミリメートルの不規則
的なグリッドを、
　・種々の光学的及び／又はエネルギー特性を有する電気化学的な及び／又は電気的に制
御可能なデバイス、例えば液晶デバイス又は光起電性デバイス、あるいは有機もしくは無
機発光デバイス（ＴＦＥＬなど）、照明器具、特に平面式照明器具、場合により平面式紫
外線ランプ、における電極（単層又は多層電極）、
　・例えば車両用（フロントガラス、リアウインドウ、ポートホール）、ラジエーター、
タオルウォーマー又は冷蔵庫タイプの電気製品用、除霜、結露防止、曇り止めなどの機能
用の、加熱デバイスの加熱グリッド、
として使用することを目的とする。
【０２０９】
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　導電性グリッドは、いくつかのゾーンにおいて、１以上の電極を形成し、機能性ゾーン
は該ゾーンを分離するために用いられる。
【０２１０】
　注意を喚起すると、エレクトロクロミック系には、「オールソリッド」エレクトロクロ
ミック系（「オールソリッド」という用語は、本明細書の範囲内では、全ての層が無機の
性質である多層積重体に関して定義される）又は「オールポリマー」エレクトロクロミッ
ク系（「オールポリマー」という用語は、本明細書の範囲内では、全ての層が有機の性質
である多層積重体に関して定義される）があり、あるいは混合型もしくはハイブリッドエ
レクトロクロミック系（積重体の層が有機の性質及び無機の性質である）又は液晶系もし
くはビオロゲン系がある。
【０２１１】
　注意を喚起すると、放電ランプは能動エレメントとして蛍光体を含む。平面ランプは特
に、わずかに離して、一般には数ミリメートル未満離して保持され、減圧下にガスを収容
するように密封された２枚のガラス基材を含み、そしてこのランプでは放電により一般に
紫外域の放射線を生じさせてこれが蛍光体を励起し、そしてそれが次いで可視光を放射す
る。
【０２１２】
　平面紫外線ランプは同じ構造を持つことができ、当然のことながら、その壁面の少なく
とも１つには紫外線を透過させる材料（既に説明したとおりの）が選択される。紫外線は
プラズマガスにより及び／又は好適な追加の蛍光体により直接発せられる。
【０２１３】
　平面紫外線ランプの一例として、参照により本明細書の一部とされる国際公開第２００
６／０９００８６号パンフレット、国際公開第２００７／０４２６８９号パンフレット、
国際公開第２００７／０２３２３７号パンフレット、及び国際公開第２００８／０２３１
２４号パンフレットを挙げることができる。
【０２１４】
　電極（陽極と陰極）間の放電は非コプレーナ型（「面－面」）であることができ、陽極
と陰極にはそれぞれ基材が、例えば参照により本明細書の一部とされる国際公開第２００
４／０１５７３９号パンフレット、国際公開第２００６／０９００８６号パンフレット、
又は国際公開第２００８／０２３１２４号パンフレットに記載されているように、面を介
し又は厚み内に、組み合わされる（双方とも内部に又は外部に、一方が内部にそして他方
は外部に、少なくとも一方が基材内に、など）。
【０２１５】
　紫外線ランプ及び平面ランプでは、電極（陽極と陰極）間の放電は、参照により本明細
書の一部とされる国際公開第２００７／０２３２３７号パンフレットに記載されているよ
うに、コプレーナ型（陽極と陰極が１つの同じ面、１つの同じ基材上にある）であること
ができる。従って、電極がコプレーナ型である場合、絶縁ゾーンを電位の異なる電極（電
極群）を分離するために用いることができる。
【０２１６】
　それは、能動元素がドープされた蛍光体、例えばＺｎＳ：Ｃｕ，Ｃｌ、ＺｎＳ：Ｃｕ，
Ａｌ、ＺｎＳ：Ｃｕ，Ｃｌ，Ｍｎ、あるいはＣａＳ又はＳｒＳから選択されるものを基礎
材料とする無機発光層である、別のタイプの照明装置、すなわち無機発光デバイスであっ
てもよい。この層は好ましくは、絶縁層によって電極から分離される。このようなグレー
ジングの例は、ヨーロッパ特許出願公開第１５５３１５３号明細書に記載されている（例
えば表６の材料を用いる）。
【０２１７】
　液晶グレージングは可変光散乱グレージングとして使用することができる。それは２つ
の導電層の間に配置される、ポリマー材料を基礎材料とするフィルムを使用するものであ
り、液晶、特に正の誘電異方性を有するネマチック液晶の液滴が当該材料中に分散されて
いる。フィルムに電圧を印加すると、液晶が優先方向に配向し、それにより像が得られる
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。電圧が印加されなければ、液晶は整列せず、フィルムは拡散性となって、像は得られな
い。このようなフィルムの例は、特に、ヨーロッパ特許出願公開第０２３８１６４号明細
書、米国特許第４４３５０４７号明細書、同第４８０６９２２号明細書、及び同第４７３
２４５６号明細書に記載されている。このタイプのフィルムは、積層され２枚のガラス基
材の間に組み込まれて、ＳＡＩＮＴ－ＧＯＢＡＩＮ　ＧＬＡＳＳ社によりＰｒｉｖａｌｉ
ｔｅの商標名で販売されている。
【０２１８】
　実のところ、「ＮＣＡＰ」（ネマチック曲線状整列相）又は「ＰＤＬＣ」（高分子分散
型液晶）又は「ＣＬＣ」（コレステリック液晶）として知られる液晶に基づくいずれかの
デバイスも使用することができる。
【０２１９】
　後者は、特に液晶の液滴内の溶液中に、二色性色素を含有してもよい。その場合、装置
の光散乱と光吸収を一緒に調整することができる。
【０２２０】
　また、例えば、少量の架橋ポリマーを含有するコレステリック液晶を基礎材料とするゲ
ル、例として国際公開第９２／１９６９５号パンフレットに記載されているものなど、を
使用することもできる。
【０２２１】
　よって、本発明は最後に、不規則なサブミリメートルの導電性グリッドと機能性ゾーン
を有する基材であって、いくつかのゾーンにおける導電性グリッドは１以上の電極を形成
し、機能性ゾーンは該ゾーンを分離するために用いられている基材を、可変の光学的及び
／又はエネルギー特性を有する電気化学的な及び／又は電気的に制御可能なデバイス、特
に液晶デバイス又は光起電性デバイスにおいて、あるいは発光デバイス、特に有機又は無
機発光デバイス、放電ランプ、特に平面放電ランプ、紫外線放電ランプ、特に平面紫外線
放電ランプにおいて、使用することに関する。
【０２２２】
　よって、本発明は最後に、機能性ゾーンと一体導電性ゾーンとを含む不規則なサブミリ
メートルの導電性グリッドを有する基材であって、該導電性グリッドは下部電極として知
られる電極であり、該機能性ゾーンは該グリッドを上部電極として知られる電極と接続す
るため該一体導電性ゾーンから分離するために使用される基材を、単一の基材に接続され
ている下部電極と上部電極の間に電気的に活性な系を有する有機発光デバイス又は他のい
ずれかのデバイスにおいて使用することに関する。
【０２２３】
　以下、限定されない例及び図面を用いて本発明を更に詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【０２２４】
【図１】本発明による方法によって得られるネットワークマスクを示す図である。
【図２】本発明による方法によって得られるネットワークマスクを示す図である。
【図２ａ】本発明による方法によって得られるネットワークマスクを示す図である。
【図２ｂ】本発明による方法によって得られるネットワークマスクを示す図である。
【図２ｃ】本発明による方法によって得られるネットワークマスクを示す図である。
【図２ｄ】本発明による方法によって得られるネットワークマスクを示す図である。
【図３ａ】本発明によるネットワークマスクの開口部の輪郭を説明するＳＥＭ像である。
【図３ｂ】一体マスクゾーンを説明するＳＥＭ像である。
【図３ｃ】本発明による２つの一体マスキングゾーンと本発明によるマスキングのない２
つのゾーンとを有する本発明によるネットワークマスクの模式正面図である。
【図３ｄ】本発明による３つの一体マスキングゾーンと本発明によるマスキングのない３
つのゾーンとを有する本発明によるネットワークマスクの模式正面図である。
【図３ｅ】本発明による３つの一体マスキングゾーンと本発明によるマスキングのない６
つのゾーンとを有する本発明によるネットワークマスクの模式正面図である。
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【図３ｆ】本発明による３つの一体マスキングゾーンと本発明によるマスキングのない２
つのゾーンとを有する本発明によるネットワークマスクの模式正面図である。
【図３ｇ】本発明による２つの一体マスキングゾーンと本発明によるマスキングのない４
つのゾーンとを有する本発明によるネットワークマスクの模式正面図である。
【図４】本発明による導電性グリッドの上面である。
【図５】乾燥フロントを有するネットワークマスクを示す図である。
【図６】別の乾燥フロントを有するネットワークマスクを示す図である。
【図７】本発明による導電性グリッドの部分ＳＥＭ像である。
【図８】本発明による導電性グリッドの部分ＳＥＭ像である。
【図９】本発明による導電性グリッドの部分上面図である。
【図１０】本発明による導電性グリッドの部分上面図である。
【図１１】本発明による導電性グリッドの模式上面図である。
【図１２】本発明による導電性グリッドの模式上面図である。
【発明を実施するための形態】
【０２２５】
　〔ネットワークマスクの製造〕
　水中にて、濃度４０ｗｔ％、ｐＨ５．１で安定化させたアクリルコポリマーに基づくコ
ロイドナノ粒子の、粘度が１５ｍＰａ・ｓの単純エマルションを、湿式法により、スピン
コーティングで、例えば平坦で無機質の、ガラス機能を有する基材１の主表面に被着させ
る。これらのコロイドナノ粒子は８０～１００ｎｍの特徴的な寸法を有し、ＤＳＭ社によ
り商標Ｎｅｏｃｒｙｌ　ＸＫ　５２（登録商標）で販売され、１１５℃のＴgを有する。
【０２２６】
　次に、これらのコロイド粒子を取り入れた層の乾燥を、溶媒を蒸発させて開口部を形成
するように行う。この乾燥は任意の好適な方法によって、Ｔgより低い温度（温風乾燥な
ど）、例えば周囲温度で、行うことができる。
【０２２７】
　この乾燥工程中に、この系はそれ自体で再配列し、開口部１０のネットワークを含むネ
ットワークマスク１を形成する。これはパターンを描き、その具体的な実施形態が図１及
び２に示されている（４００μｍ×５００μｍ像）。
【０２２８】
　後にＡと呼ばれる開口部の（平均）幅と後にＢと呼ばれる開口部間の（平均）間隔とを
特徴とする構造を有する安定したネットワークマスク１が、アニーリングに頼ることなく
得られる。この安定化したネットワークマスクは、後にＢ／Ａ比によって定義される。
【０２２９】
　より具体的には、それは、「網目」の破断又は相互接続の破断がほとんどない（閉塞開
口部又はブラインド開口部セグメントがほとんどない）「網目状」の開口部の二次元ネッ
トワークである。
【０２３０】
　乾燥温度の影響を評価した。２０％の相対湿度下、１０℃での乾燥により、８０μｍの
網目が得られる（図２ａ参照）一方、２０％の相対湿度下、３０℃での乾燥により、１３
０μｍの網目が得られる（図２ｂ参照）。
【０２３１】
　乾燥条件、特に湿度の影響を評価した。この場合には、ＸＫ　５２に基づく層をフロー
コーティングにより被着させ、これにより、サンプルの底部と上部の間で厚さが変動し（
１０μｍ～２０μｍ）、その結果網目の大きさが変動する。湿度が高くなるほど、Ｂが小
さくなる。
【０２３２】
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【表１】

【０２３３】
　このＢ／Ａ比は、例えば、密なコロイドと基材表面との摩擦係数、あるいはナノ粒子の
大きさ、あるいは蒸発速度、又は初期の粒子濃度、又は溶媒の性質、又は被着技術に左右
される厚さを調節することにより、やはり変更される。
【０２３４】
　これらの種々の可能性を説明するため、２種類の濃度のコロイド溶液（Ｃ0及び０．５
×Ｃ0）を用い、ディップコーターの上昇速度を調節することにより種々の厚さで被着さ
せる実験設計を以下に示す。濃度及び／又は乾燥速度を変化させることによりＢ／Ａ比を
変更できることが分かる。これらの結果を下表に示す。
【０２３５】

【表２】

【０２３６】
　コロイド溶液は、種々の厚さのフィルムドローワーを使用することによりＣ0＝４０％
の濃度で被着させた。これらの実験は、ストランドの寸法及び開口部間の間隔をコロイド
層の初期の厚さを調節することにより変更できることを示している。
【０２３７】
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【表３】

【０２３８】
　最後に、基材の表面粗さを、大気プラズマを用いＡｇ小塊のマスクを通してガラスの表
面をエッチングすることによって変更した。この粗さは、これらのコロイドと基材との摩
擦係数を増加させる、コロイドとの接触ゾーンの大きさ程度のものである。下表は、摩擦
係数の変化がＢ／Ａ比及びマスクの形態に及ぼす影響を示している。初期の厚さが同一の
場合には網目サイズが小さいほど増大するＢ／Ａ比が得られると思われる。

【表４】

【０２３９】
　別の例示的実施形態において、先に説明したコロイド粒子を含有する１つの同じエマル
ションのスピンコーティングにより得られた開口部のネットワークの寸法パラメーターを
以下に示す。スピンコーティング装置の種々の回転速度により、マスクの構造が変わる。
【０２４０】

【表５】

【０２４１】
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　マスクの形態に対する乾燥フロントの伝播の影響（図５及び６参照）を調べた。乾燥フ
ロントの存在は、ほぼ平行の開口部のネットワークを作り出すことを可能とし、その方向
はこの乾燥フロントに対して垂直である。他方、この平行ネットワークにほぼ垂直な開口
部の二次的なネットワークが存在し、これについての位置及びストランド間の距離はラン
ダムである。
【０２４２】
　本方法の実施のこの段階で、ネットワークマスク１が得られる。
【０２４３】
　ネットワークマスク１に関する形態学的研究から、開口部１０の輪郭が直線状のマスク
領域端部を有することが示された。ＳＥＭを用いて得られたマスク１の部分横断面図であ
る図３ａを参照することができる。
【０２４４】
　その輪郭は図３ａに示されており、
　・大きな厚さの材料を、特に一段階で、被着する、
　・マスクを取り外した後に、そのマスクに一致する、特に大きな厚さの、パターンを保
持する、
という特別な利点を有する。
【０２４５】
　このようにして得られたネットワークマスク１はそのまま用いてもよく、又は様々な後
処理により変更を加えてもよい。開口部の底部にコロイド粒子が存在しなければ、その結
果、開口部を充填するために導入された材料（これは本明細書において後に詳細に説明す
る）とガラス機能を有する基材との接着が最大となる。
【０２４６】
　本発明者らは更に、開口部の底部に位置する有機粒子をクリーニングするもととなるも
のとしてプラズマ源を使用することが、その後にグリッドとして使用される材料の接着を
向上させるのを可能にすることを見出した。
【０２４７】
　例示的実施形態として、大気圧でプラズマ源を用いた、酸素／ヘリウム混合物に基づく
トランスファーアークプラズマでのクリーニングは、開口部の底部に被着させた材料の接
着力の向上と開口部の拡大の両方を可能とする。Ｓｕｒｆｘ社により販売されている商標
「ＡＴＯＭＦＬＯＷ」のプラズマ源が使用可能である。
【０２４８】
　別の実施形態では、水中にて、濃度５０ｗｔ％、ｐＨ３及び２００ｍＰａ・ｓの粘度で
安定化させたアクリルコポリマーに基づくコロイド粒子の単純エマルションを被着させる
。このコロイド粒子は、１１８ｎｍ前後の特徴的寸法を有しており、ＤＳＭ社により商標
Ｎｅｏｃｒｙｌ　ＸＫ　３８（登録商標）で販売されていて、７１℃のＴgを有する。得
られたネットワークを図２ｃに示す。開口部間の間隔は５０～１００μｍであり、開口部
の幅の範囲は３～１０μｍである。
【０２４９】
　別の実施形態では、１０～２０ｎｍ前後の特徴的寸法を有するシリカコロイドの４０％
溶液、例えばＳｉｇｍａ　Ａｌｄｒｉｃｈ社により販売されている製品ＬＵＤＯＸ（登録
商標）　ＡＳ　４０、を被着させる。Ｂ／Ａ比は、図２ｅに示されているように３０前後
である。
【０２５０】
　一般には、有機（特に水性）溶媒中に例えば１５％～５０％のシリカコロイドを被着さ
せることが可能である。
【０２５１】
　ネットワークマスク１（好ましくは基材２の主表面全体を覆う）が得られたところで、
それは１以上のゾーンを完全に（中断しないで）マスクするのが望ましい場合がある。
【０２５２】
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　〔ナノ粒子の分散による一体マスキング又は充填〕
　まず、ネットワークマスクを充填することにより一体マスクを得ることができる。第一
の例では、特定のゾーンのネットワークマスクの間隙を埋めるために、ＤＳＭ　ＮｅｏＲ
ｅｓｉｎｓ社によりＮｅｏＣｒｙｌ　ＸＫ－２４０の名称で販売されているアクリルコポ
リマーのナノ粒子の水性分散液を用いる。この分散液は４８重量％の水と５２重量％のア
クリルコポリマー粒子からなり、コポリマー粒子の平均径は１８０ｎｍ前後（光散乱を用
いた既知の方法により測定して）である。このポリマーのガラス転移温度は－４℃である
。この分散液の２５℃における粘度は１６０ｍＰａ・ｓであり、そのｐＨは７．５である
。
【０２５３】
　この分散液をディップコーティングによりガラス基材に被着させ、そして強制換気を行
わずに周囲温度で数分（一般に２～３分）乾燥させた後に、得られた層は連続であって、
２０ミクロン前後の厚さを有する。この保護層の光透過率は８８％前後、曇り度は３０％
前後である。
【０２５４】
　それでもなお、この層は周囲温度で純水（有機添加物を加えていない）を噴霧すること
によって非常に容易に除去することができる。
【０２５５】
　第二の例では、特定のゾーンのネットワークマスクの間隙を埋めるために、用いるコロ
イド分散液は、ＤＳＭ　ＮｅｏＲｅｓｉｎｓ社によりＮｅｏＣｒｙｌ　ＸＫ－８７の名称
で販売されているアクリルコポリマーの水性分散液である。この分散液は４９重量％の水
と５１重量％のスチレン／アクリルコポリマー粒子からなり、コポリマー粒子の平均径は
２１０ｎｍ前後である。このポリマーのガラス転移温度は２４℃である。この分散液の２
５℃での粘度は２５０ｍＰａ・ｓであり、そのｐＨは７．４である。
【０２５６】
　この分散液を、第一の例の場合と同様に適用するが、ここでの乾燥はポリマーのガラス
転移温度より高い温度を維持するために３５℃で行う。
【０２５７】
　光学的及び耐摩擦性の特性は第一の例の場合と同様である。しかしながら、この層は冷
水に耐性がある。他方、この層は温水（３０～３５℃前後）を用い、スポンジ又は布を用
いて軽くこすることにより容易に除去することができる。
【０２５８】
　この一体マスクは、例えば充填操作に関して上述したものと同じである、マスキング材
料の液体被着によっても得ることができる。こうして、１以上の一体マスクゾーンが、基
材を部分的に覆っているネットワークマスクゾーンに隣接して（所望により接触して）形
成される。
【０２５９】
　その例として、図３ｂは、説明したタイプのコロイド溶液から得られた本発明による一
体マスキング層１’で覆われたガラスサンプルの断面の走査型電子顕微鏡により撮影した
画像を示す。この図に見られるのは、本発明による一体マスキング層で覆われたガラス基
材２の一部であり、そのうちの一部分だけが図に見られる。層１’は、好ましくは識別可
能である、多数のナノ粒子の集合体からなる。
【０２６０】
　好ましくはまずネットワークマスクを形成することができ（例えば基材の所定の部分に
）、その後隣接する一体マスク用のマスキング材料が被着される。
【０２６１】
　あるいは、まず一体マスクゾーンを形成して、その後残りのゾーンに（及び／又は一体
ゾーンにおける被覆層として）ネットワークマスク用のコロイド溶液が被着される。
【０２６２】
　一体マスクはまた、好ましくはネットワークマスク上にカバーを配置することによって
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得ることもできる。例えば、主要マスキング面と反対側の面に置かれた磁石によって保持
されるニッケル製のカバーが選択される。このようにして、１以上のカバーゾーンが形成
される。
【０２６３】
　最後に、ミクロンサイズの、好ましくは水溶性の、無機粒子を添加したペーストをネッ
トワークマスク上、及び一体マスクを施すネットワークマスクゾーンに、液体ルートによ
り、例えばスクリーン印刷で、被着させることができる。
【０２６４】
　〔水溶性フィルムによる一体マスキング又は充填〕
　水溶性フィルムをスクリーン印刷により形成する。２０ｇのＰＶＡ粉末、例えばクラレ
社により販売されているＭＯＷＩＯＬを、８０ｇの冷水と混合したものを用いる。この混
合物を混ぜながら９０～９５℃で３０分間加熱する。その後、周囲空気で冷却し、スクリ
ーン印刷によりネットワークマスクに適用し（充填マスクゾーンを形成する）及び／又は
ネットワークマスクゾーンに隣接して適用する（隣接一体ゾーンを形成する）。
【０２６５】
　このフィルムを水で、好ましくはネットワークマスクと同時に、除去する。
【０２６６】
　〔部分的除去〕
　ネットワークマスク１は好ましくは、基材２の全面を占める。ネットワークマスクが得
られ、一体ゾーン（カバーゾーン、一体マスキングゾーン、充填ゾーン）が作られたとこ
ろで、マスキングのないゾーンを作り出すために、（充填又は非充填）ネットワークマス
クの及び／又は一体マスク（液体ルートにより得られた）の１以上の所定のゾーンを、例
えばブロー又はレーザーにより除去する。
【０２６７】
　この除去は例えば、
　・数ｍｍ幅の１以上の横手方向（又は長手方向）の長方形ストリップの除去、
　・輪郭部の、すなわちマスキングのない、従ってネットワークマスクを縁取るゾーンの
除去、
からなることができる。
【０２６８】
　充填ゾーンを有し且つ除去ゾーンを有するネットワークマスクを示す例を図３ｃ～３ｇ
に示す。
【０２６９】
　図３ｃは、本発明による２つの一体マスキングゾーン３０、３１及び本発明によるマス
キングのない２つのゾーン４１、４２を有する本発明によるネットワークマスク１の正面
図を模式的に示す。
【０２７０】
　第一の一体マスキングゾーン３０は、長手方向の端部の、例えば中央にある、長方形で
ある。これにより、例えば、自動車用グレージング又は建築用グレージングにおいてコミ
ュニケーションウインドウを作ることが可能となる。
【０２７１】
　第二の一体マスキングゾーン３１はネットワークマスクを（完全に）取り囲み、従って
周辺枠（「デマージネーションゾーン」）を形成している。これにより、例えば、接地を
防止すること及び／又は導電性グリッドを腐食から保護することが可能となる。
【０２７２】
　これにより一体層のデマージネーションを製作することが避けられる。
【０２７３】
　各一体ゾーンは、先に説明したように、ポリマーナノ粒子溶液の被着、水溶性フィルム
の形成、剥離可能なフィルムの形成、添加物入りペーストの被着により作製することがで
きる。
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【０２７４】
　マスキングのない２つのゾーン４１、４２は、横手方向の端部の２つの周辺平行ストリ
ップの形をしており、これは接続システム（一般にブスバーとして知られる電流リード）
ゾーンを作製するためのものである。
【０２７５】
　あるいは、グリッド上に付加的な被着を行うことにより、例えば銀ペーストをスクリー
ン印刷することによって及び／又はこれらのゾーンに一体／充填マスクを被着させそして
付加的な被着を行うことにより、ブスバーを形成することができる。
【０２７６】
　図３ｄは、本発明による３つの一体マスキングゾーン３１～３３及び本発明によるマス
キングのない３つのゾーン４１～４３を備えた本発明によるネットワークマスク１の正面
図を模式的に示す。
【０２７７】
　第一の一体マスキングゾーン３１はネットワークマスクを完全に取り囲み、従って周辺
枠（デマージネーションゾーン）を形成している。これにより、例えば、接地を避けるこ
と及び／又は導電性グリッドを腐食から保護することが可能となる。これにより一体層の
デマージネーションを製作することも避けられる。
【０２７８】
　第二及び第三の一体マスキングゾーン３２、３３は、ネットワークマスクを３つの領域
１１～１３に分離する２つの平行ストリップの形をしている。
【０２７９】
　マスキングのない３つのゾーン４１、４２、４３は、例えば同じ長手方向の端部に沿っ
た、周辺ストリップの形をしており、これはネットワークマスクゾーンに形成された導電
性グリッドのための接続システム（一般にブスバーとして知られる電流リード）ゾーンを
作製するためのものである。
【０２８０】
　よって、例えば、色の異なる活性材料を領域のおのおのにおいて用いるエレクトロクロ
ミックデバイスを、製造することができる。導電性グリッドが電極を形成する。
【０２８１】
　図３ｅは、本発明による３つの一体マスキングゾーン３１、３２、３３及び本発明によ
るマスキングのない６つのゾーンを備えた本発明によるネットワークマスクの正面図を模
式的に示す。
【０２８２】
　第一の一体マスキングゾーン３１はネットワークマスクを完全に取り囲み、従って周辺
枠（デマージネーションゾーン）を形成している。これにより、例えば、接地を防止する
こと及び／又は導電性グリッドを腐食から保護することが可能となる。これにより、一体
層のデマージネーションを作製することも避けられる。
【０２８３】
　第二及び第三の一体マスキングゾーン３２、３３は、ネットワークマスク１を３つの領
域１１～１３に分離する２つの平行ストリップの形をしている。
【０２８４】
　マスキングのない６つのゾーン４１～４６は、例えば２つの長手方向の端部に沿った、
２系統の３つの平行周辺ストリップの形をしており、これはネットワークマスクゾーンに
形成された導電性グリッドのための接続システム（一般にブスバーとして知られる電流リ
ード）ゾーンを作製するためのものである。
【０２８５】
　このようにして、例えば、加熱デバイス（ラジエーター又は結露防止グレージング）を
製造することができる。導電性グリッドが加熱グリッドを形成する。
【０２８６】
　図３ｆは、本発明による３つの一体マスキングゾーン３４～３６及び本発明によるマス
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キングのない２つのゾーン４１、４２を備えた本発明によるネットワークマスク１の正面
図を模式的に示す。
【０２８７】
　マスキングのない２つのゾーン４１、４２は、横手方向の端部の２つの周辺平行ストリ
ップの形をしており、これはネットワークマスクゾーンに形成された導電性グリッドのた
めの接続システム（一般にブスバーとして知られる電流リード）ゾーンを作製するための
ものである。
【０２８８】
　３つの一体マスキングゾーン３４、３５、３６は、ネットワークマスク１を部分的に遮
る平行ストリップの形をしている。
【０２８９】
　これにより、加熱デバイスにおいて、電流の通り道を変更することにより加熱パラメー
ターを変更することが可能になる。導電性グリッドが加熱グリッドを形成する。
【０２９０】
　各一体ゾーンは、先に説明したように、ポリマーナノ粒子溶液の被着、水溶性フィルム
の形成、剥離可能フィルムの形成、添加物入りのペーストの被着により作製することがで
きる。
【０２９１】
　細い一体ゾーン（例えば１００ミクロン程度）のためには、例えば、スクリーン印刷に
よる水溶性フィルムの形成が好ましい。
【０２９２】
　図３ｇは、本発明による２つの一体マスキングゾーン３７、３８及び本発明によるマス
キングのない４つのゾーン４１、４１’、４２、４２’を備えた本発明によるネットワー
クマスク１の正面図を模試的に示す。
【０２９３】
　マスキングのない２つのゾーン４１、４２は、例えば長手方向の端部に沿った、２つの
平行周辺ストリップの形をしており、これはネットワークマスクゾーンに形成された導電
性グリッドのための接続システム（一般にブスバーとして知られる電流リード）ゾーンを
作製するためのものである。
【０２９４】
　マスキングのない他の２つのゾーン４１’、４２’は、例えば長手方向の端部に沿った
、２つの平行周辺ストリップの形をしており、これは上部電極のための接続システム（一
般にブスバーとして知られる電流リード）ゾーンを作製するためのものである。
【０２９５】
　各一体ゾーンは、先に説明したように、ポリマーナノ粒子溶液の被着、水溶性フィルム
の形成、剥離可能フィルムの形成、添加物入りペーストの被着により作製することができ
る。
【０２９６】
　細い一体ゾーン３７、３８（例えば５００μｍ以下程度）のためには、例えば、２つの
端部にポリマーナノ粒子の溶液を被着させ、そしてマスキングのないゾーン４１’、４２
’を形成するためにこれらのゾーンのレーザー処理（部分的除去）を行うことができる。
【０２９７】
　マスキングのないこれらの２つのゾーン４１’、４２’は、２つの一体マスキングゾー
ン３７、３８によってネットワークマスクゾーン１から分離される。
【０２９８】
　その結果、導電性グリッドがＯＬＥＤデバイスの電極を形成することができる。
【０２９９】
　〔グリッドの製造〕
　マスクを部分的に除去した後、導電性グリッド５を（好ましくは少なくともその接続シ
ステムゾーンとともに）導電性の被着物により作製する。
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【０３００】
　これを行うためには、導電性材料をマスキングのないゾーンに、マスク１を介して、開
口部１０の一部が充填されるまで被着させる。
【０３０１】
　この材料は、アルミニウム、銀、銅、ニッケル、クロム、これらの金属の合金などのよ
うな導電性材料や、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯ：Ａｌ、ＺｎＯ：Ｇａ、ＺｎＯ：Ｂ、ＳｎＯ

2：Ｆ及びＳｎＯ2：Ｓｂから特に選択される導電性酸化物から選択される。
【０３０２】
　この被着工程は、例えばマグネトロンスパッタリング又は蒸着によって行うことができ
る。材料は、開口部を充填するように開口部のネットワークの内部に被着され、充填は例
えばマスクの高さの半分前後の厚さまで行う。
【０３０３】
　ネットワークマスクからグリッド構造を露出させるため、及び一体又は充填マスキング
層を除去するために、「リフトオフ」操作が行われる。この操作は、ナノ粒子の凝集が弱
いファンデルワールスタイプの力（結合剤なし、あるいはアニーリングの結果による結合
）の結果として起こるという事実によって助長される。
【０３０４】
　この場合、基材を水及びアセトンを含有する溶液中に浸漬し（このクリーニング溶液は
ナノ粒子の性質に応じて選択される）、次に、ナノ粒子でコーティングされた全ての部分
を除去するようにすすぐ。この現象は、ナノ粒子のマスクを崩壊させ、そしてグリッドと
機能性の空の部分とを形成する相補的部分（材料が充填された開口部のネットワーク）を
露出させるための超音波を使用することによって加速させることができる。
【０３０５】
　図４に示されるのは、このようにして得られたそのストランド５０を有する導電性グリ
ッド５の、ＳＥＭを用いて得られた写真である。
【０３０６】
　以下に示すのは、アルミニウムに基づくグリッドに関して得られた電気的及び光学的特
性である。
【０３０７】
【表６】

【０３０８】
　この特定のグリッド構造のために、高い導電性を有すると同時に電気的に制御可能なシ
ステムと適合する電極をより低コストで得ることが可能である。
【０３０９】
　図７及び８は、アルミニウム製のグリッド５のストランドの詳細なＳＥＭ上面（斜視）
図を示す。ストランド５０が比較的滑らかで平行な端部を有することが観察される。
【０３１０】
　本発明によるグリッド５を組み込んだ電極は、０．１～３０Ω／□の電気抵抗及び７０
～８６％のＴＬを有しており、これは透明な電極としてのその使用を完全に満足のいくも
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のにする。
【０３１１】
　好ましくは、特にこの抵抗率レベルを達成するために、金属グリッドは１００ｎｍ～５
μｍの全厚を有する。
【０３１２】
　これらの厚さの範囲では、電極は透明なままであり、すなわちグリッドの存在下であっ
ても（そのネットワークはその寸法のためにほとんど目に見えない）、可視域内で低い吸
光度を有する。
【０３１３】
　このグリッドは、少なくとも一方向において非周期的もしくはランダムな構造を有し、
これにより回折現象を回避することを可能にして、１５～２５％の光を掩蔽することにな
る。
【０３１４】
　例えば、幅７００ｎｍで１０μｍの間隔をあけた金属ストランド５０を有する、図４に
示されるグリッド５は、むき出しの場合の光透過率９２％と比較して、８０％の光透過率
を基材に与える。
【０３１５】
　この実施形態の別の利点は、グリッドの反射における曇り度の値を調節することが可能
であることにある。
【０３１６】
　例えば、１５μｍ未満のストランド間の間隔（寸法Ｂ’）の場合、曇り度の値は４～５
％前後である。
【０３１７】
　１００μｍの間隔の場合は、Ｂ’／Ａ’が一定であれば、曇り度の値は１％未満である
。
【０３１８】
　ストランド間隔（Ｂ’）が５μｍ前後で、ストランド寸法Ａ’が０．３μｍの場合は、
２０％前後の曇り度が得られる。曇り度の値が５％を越えると、界面で光線を除去する手
段又は光線を捕捉する手段としてこの現象を使用することが可能である。
【０３１９】
　マスク材料を被着させる前に、グリッド材料の接着を促進する下層を、特に真空被着に
よって、被着させることが可能である。
【０３２０】
　例えば、ニッケルを被着させ、そしてグリッド材料としてアルミニウムを被着させる。
このグリッドを図９に示す。
【０３２１】
　例えば、ＩＴＯ、ＮｉＣｒ、あるいはＴｉを被着させ、そしてグリッド材料として銀を
被着させる。
【０３２２】
　金属層の厚さを増して、その結果グリッドの電気抵抗を小さくするために、銀のグリッ
ド上に電解（可溶性陽極法）により銅の被覆層を被着させた。
【０３２３】
　マグネトロンスパッタリングにより接着促進下層及び銀のグリッドでコーティングした
ガラスが実験装置の陰極を構成し、陽極は銅板によって構成される。それには、溶解する
ことによって、被着プロセスの間を通してＣｕ2+イオンの濃度を、従って被着速度を、一
定に保つ役割がある。
【０３２４】
　電解液（浴）は、硫酸（１０Ｎ　Ｈ2ＳＯ4）が５０ｍＬ加えられた硫酸銅の水溶液（Ｃ
ｕＳＯ4・５Ｈ2Ｏ＝７０ｇ／ｌ）からなる。電解中の液の温度は２３±２℃である。
【０３２５】
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　被着条件は、電圧≦１．５Ｖ、及び電流≦１Ａである。
【０３２６】
　３～５ｃｍの間隔をあけた同じ大きさの陽極と陰極は、垂直の力線を得るために平行に
配置する。
【０３２７】
　銅層は、銀グリッド上で均質である。被着厚は、電解時間と電流密度、そしてまた被着
の形態に伴って増加する。結果を下表及び図１０に示す。
【０３２８】
【表７】

【０３２９】
　これらのグリッドについて行ったＥＭ観察から、網目寸法Ｂ’が３０μｍ±１０μｍ、
ストランド寸法Ａ’が２～５μｍであることが示される。
【０３３０】
　図１１及び１２は、本発明による導電性グリッド５の上面図を模式的に示す。
【０３３１】
　図１１では、グリッドゾーンは４つの別個の丸い領域５１～５４に分かれている。各領
域は、例えばグリッド材料を被着させる前にネットワークマスクを除去することによって
作製された、環状の一体接続ゾーン６１～６４に取り囲まれている。
【０３３２】
　各環状接続ゾーンは接続トラック６１’～６４’に接続され、周辺の共通トラック６５
につながっている。
【０３３３】
　環状接続ゾーンの間で、基材２には導電性材料がなく、電気的絶縁ゾーン７０を形成し
ている。これは例えば、全表面に被着されたネットワークマスクに、このゾーンで充填す
ることにより達成されたものである。
【０３３４】
　図１２では、グリッドゾーン５は陽極と陰極の６群の電極５１～５６’に分かれている
。
【０３３５】
　陽極５１～５６は、例えばグリッド材料を被着させる前にネットワークマスクを除去す
ることによって作製された、第一の周辺ブスバー６１に接続されている。
【０３３６】
　陰極５１’～５６’は、グリッド材料を被着させる前にネットワークマスクを除去する
ことによって作製された、第二の周辺ブスバー６２に接続されている。
【０３３７】
　各陽極５１～５６とそれぞれの陰極５１’～５６’の間の放電空間８０は狭窄されてい
る。
【０３３８】
　電極間において、基材２には導電性材料がなく、電気的絶縁ゾーン７０を形成している
。これは例えば、全表面に被着されたネットワークマスクに、このゾーンで充填すること
により達成されたものである。
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